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一般社団法人愛媛県法人会連合会 

令和５年度事業報告 

自 令和 5年 4月  1日 

至 令和 6年 3月 31日 

 

概   況 

 

令和５年度の我が国経済は、コロナ禍の３年間を乗り越え、高水準の賃上げや企業の高い投資

意欲などから新たなステージに移行する機会を得ています。一方で、物価上昇に賃上げが追いつ

いておらず、個人消費や設備投資は依然として力強さを欠いている状況となっています。また、

急速に少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中で、経済を維持し、成長につなげるために

は、働くひとりひとりがより良い未来の展望を持ちながら、新たな知恵や工夫、イノベーション

を生み出し、多様で柔軟な働き方やデジタル化による生産性向上、限られた人材の活用など、ニ

ューノーマルを見据えた積極的な取組が必要となっています。 

この様な状況下、当会では、社会的な役割と責任として、企業経営と地域社会の健全な発展に

寄与するため、公益性を持った事業を継続実施し定着に努めました。 

具体的な事業活動としては、基本的な社会システムを支える税の啓発活動や税制に関する

提言活動を実施し、公益法人である県内法人会が適切な運営をおこなえるよう組織強化と事

務局運営支援にも努めました。 

また、少子高齢化や人口減少、デジタル化など大きな構造変化が進むなか、将来的な課題

に対応するため、「えひめ結婚支援センター」や「働き方改革推進支援センター」、企業風

土の変革を求めた「両立支援事業」「介護力強化事業」「女性活躍推進事業」を引き続き実

施し、法人会の社会的地位の向上、存在感のある法人会事業の確立を図りました。 

主な事業は次のとおりとなっております。 

 

 

１．納税意識の高揚と税知識の普及並びに税制及び税務に関する調査研究・提言に 

関する事業 

県内各法人会と緊密な連絡を図り、法人会が納税意識の高揚・啓発と税知識の普及に
努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展
と税務行政の円滑な執行に寄与することを目的に事業を行った。 

 

 （１）税に関する広報及び啓蒙活動 

①愛媛県内の全法人、住民を対象に税を考える機会を提供するとともに、税についての
理解、意識啓発を促すことを目的として、税を考える週間（国税庁）の一環として、
税制に関する事項を地元新聞上等に掲載。 

広報媒体 掲載日 体  裁 内   容 

愛媛新聞 
１１月１０日 

１１月１４日 
全県版 全５段 税を考える週間税の啓発広告掲載 

②国民一人一人が税の意義や役割を正しく理解することを目的として、記事を掲載。社
会の会費である税がいかに還元されているか解説するとともに、キャッシュレス納付
推進や消費税適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関する事項等を地元新聞上
等に掲載。 

 

【
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広報媒体 掲載日 体  裁 内   容 

愛媛新聞 １１月１１日 全県版 全１５段 「税を考える週間 税に関する記事」 

愛媛新聞 ３月１２日 全県版 全５段 「キャッシュレス納付に関する記事」 

③電子申告（e-Tax・eLTAX）制度の普及推進 

④ホームページ等による税情報の発信 

 

（２）税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業 

①税制改正の提言の集約と上申 

県内法人会が税制に関する意見を取りまとめた税制改正要望を集約し、中小企業の租税 

負担の軽減と合理・簡素化及び適正公平な課税を目指した税制・税務に関する提言を行う

ため、全法連に上申した。 

要望事項は下記のとおりで、税制・税務に関する提言は、すべての企業に関連した内容 

となっている。 

総 論 

新型コロナウイルス感染症の発生から３年が経過し、社会経済活動の正常化が進みつつあるが、

世界的なエネルギー不足や食料品等の高騰等、いまだ国内外の経済・社会への影響は大きい。経

済の見通しを巡っては、海外の経済・物価動向、今後のウクライナ情勢の展開や資源価格の動向、

内外の感染症の動向やその影響など、不確実性がきわめて高い。地域経済・中小零細企業にとっ

ては深刻であり、働き方改革による環境の変化に伴う人材の確保、生産性・収益性の向上、イン

フラの整備、エネルギーコストへの対応など持続可能な対応が必要となっている。生活様式が一

変したことによる消費者価値の変化、労働力不足・雇用調整への対応や業態転換・事業再編、な

どは喫緊の経営課題となっている。 

税制においても全ての国民にあまねく届く消費減税をはじめとし、今こそ過去に例をみな

い大胆な舵取りが求められるのではないだろうか。 

構造的に抱える中長期的な課題としては、急速に進む少子高齢化や人口減少への対応、そ

の中での地域創生、公的債務増加の抑制などが挙げられるが、今後は財政の再建、税制と社

会保障制度の一体改革、地方分権改革の推進などに対して総合的な方策の立案が求められる。 

消費税法改正及び軽減税率制度が導入され、その後電子帳簿保尊法の改正、インボイス制度の

導入が予定されているが、企業の事務負担を増大させその処理が煩雑となり、現在政府が推し

進める「生産性を向上させ労働時間を縮減し健康で働きやすい職場環境の整備を目指す」『働

き方改革』と矛盾するため避けるべきである。 

 国と地方の税源配分については、住民に身近な施策を直接的に実施していることもあり、

税を身近に感じる環境下にもある地方に対しより一層手厚くし、自由度を高めるべきである。 

 現状の地方財政においては、地方税収や地方交付税の法定率分でその歳出は賄えておらず、

その不足分を地方交付税の加算で補填する状況が続いている。中長期的な資産に基づき、そ

の配分あるいは交付税自体のあり方の見直しも検討すべきである。 

負担なくして受益はない。給付は高齢者世代中心、負担は現役世代中心という現在の社会

保障制度を見直し、給付・負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平性

が確保された制度へと改革していく必要がある。受益も負担も特定の世代に過度に偏ること

なく、幅広い国民が納得して支えていくことのできる制度とする必要がある。子どもからお

年寄りまで国民生活の安心を確保する「全世代対応型」の社会保障制度を築き上げるととも

に、その財源についても、幅広い国民が負担を分かち合う仕組みを作らなければならない。

こうした、受益と負担の分かち合いにより、「支え合う社会」を回復していくことが求められ

ている。  
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 世界の環境変化が一段と速まっている今、企業が持続的に発展・成長させていくためには

税制における改革が必要不可欠である。日本経済の持続的成長を目指す社会となるよう税制

面において、より積極的な施策を検討すべきである。  

法人税について 

世界標準に沿った成長志向の法人税改革を行うべき時がきているのではないだろうか。ウ

イズコロナにおける国際基準では課税強化がなされる中、日本においても実効税率は現行水

準を維持することとし、企業が活動できる環境を整備することが必要不可欠である。 

（以下、個別の内容については、中小企業の活性化のために要望書を別添詳細に提出する） 

所得税について 

我が国の所得税率は 1980 年代以降、段階的に引き下げられているが、その課税最低限は諸外

国と比較しても高い現状にある。課税最低限の引き下げを行い、幅広く薄く国民が負担すべ

きである。また、配偶者控除の見直しとともに、少子化対策の一環として子育て世代につい

ては税制面の優遇措置も検討すべきである。税制自体が「富の再分配」の一面を持つことか

ら高額所得者への課税強化はやむを得ないともいえるが、国際競争上のデメリットもありさ

らなる負担増については慎重な判断が必要である。最高税率は現状にとどめるべきである。 

相続税について 

 事業用資産と一般資産を切り離した本格的な事業承継税制の創設を求める。事業継承者以

外の法定遺留分の影響により、止むを得ず事業用資産を手放すことによりその事業承継自体

が実現しないという問題があり、さらに相続税の課税強化も重なり、今後の円滑な事業承継

のためには制度整備が急務であるといえるのではないか。 

事業承継税制についていえば見直しが行われるなど整備されつつあるが、実際に利用が困難

な部分もあり適用要件の更なる緩和・見直しが必要である。 

地方税の見直しについて 

国とともに地方においても今後税制の見直しが課題になるが、見直しが必要な優先度の高

い税目は、地方法人二税（法人住民税、法人事業税）と固定資産税や償却資産税と考える。 

また、地域間の経済格差や地方行政の能力格差を考慮し、まずは所得税と地方住民税の申告

一元化を実施するべきである。 

 

 

令和６年度税制改正に係る個別要望について 
 

新型コロナウイルス感染症の発生から３年が経過し、社会経済活動の正常化が進みつつあるが、

世界的なエネルギー不足や食料品等の高騰等、いまだ国内外の経済・社会への影響は大きい。経

済の見通しを巡っては、海外の経済・物価動向、今後のウクライナ情勢の展開や資源価格の動向、

内外の感染症の動向やその影響など、不確実性がきわめて高い。このような状況下において安定

的な財源を確保し、国民に安心を与える社会保障制度を確立するためには、まずもって公務

員制度改革や国・地方における議員の定数削減等、行財政改革のスピードを早めることが最

優先である。財政の無駄の削減について目に見える形で国民にその成果を示し、国民一人ひ

とりが納得して負担できる税制改正を目指さなければならない。 

インボイス制度や電子帳簿保存等、対応が難しい場合も多く、本当の意味での行財政改革

を求める。 

また、制度が煩雑になることでその利用が阻害されるため、令和６年度税制改正には、税

負担の公平性と制度の簡素化を要望する。 

なお、個別税目の要望事項は次のとおりである。 
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令和６年度税制改正要望事項 

国     税 

 

法  人  税 

◇法人税率等    
ウイズコロナにおいても国際競争力の強化や国内産業の空洞化による雇用問題など

種々の問題を抱える中で法人実効税率の引下げが行われれば、財政健全化目標の達成に影

響が及ぶことも想定されることから、法人税率は現状を維持すること。 

ただ、財源確保の為、諸外国に倣い、決められた数年間のみ法人税を一時的に 25～30％

とし、年限後は 20％に向けて引き下げる等、具体的な方法も検討する。 

また、資本金又は出資金が１億円以下の中小法人の所得のうち、年８００万円以下の金額

に対する法人税の軽減税率が１５％に引き下げられたが、これを時限措置ではなく本則化

するよう求めるとともに、昭和５６年から据え置かれている中小法人に対する軽減税率適

用の所得金額については１，６００万円程度に引き上げること。 

◇資本金基準の見直し 
法人税法上の「中小法人等」とは資本金の額もしくは出資金の額が１億円以下であるも

のとされている。 

しかしながら、資本金が１億円を超える企業の中にもその業種や従業員数等を鑑みると、

いわゆる中小企業的な事業規模であるケースも多く存在する。 

２００６年施行の新会社法では最低資本金制度が廃止されており、法人設立当初の資本

金額の位置付けも変わってきている。 

税法上様々な優遇措置を受けられる「中小法人等」に該当するかは、資本金の額のみで

一律に判定することなく、常時使用する従業員の数などその他の要素も含め複合的に判断

する必要がある。 

◇中小企業に対する不良債権の処理について 

中小企業の財務体質の早期改善策として、不良債権がある場合には無税償却の要件を緩

和すること。また、中小零細企業にとっては運転資金に余裕がないので、取引先が民事再

生法の適用を受ければ、不良債権を倒産時と同様に迅速な損失処理ができるように改正す

ること。但しその後売掛金の回収があれば、その期の収入としての計上で可とする。 

◇中小企業活性化のための税制のあり方について 

建物等を取得しても、減価償却期間の耐用年数より借入の返済期間が短ければ、定額法

の場合、償却額が少なくキャッシュフローが悪化するので、償却年数を借入返済年数に合

わせることができるような措置が必要である。 

◇交際費課税の見直し 

 消費支出の回復による経済の活性化の観点から交際費課税のより大きな緩和を行うべき

である。従前の税制改正により一部・一定期間増額されたが、まだ不十分である。景気の

刺激策ともなるので交際費は全額損金にすること。なおできない場合は、資本金１億円以

上の企業についても一律８００万円の定額控除を認めること。 

◇中小法人等の欠損金の繰戻し還付制度の継続 

 資本金又は出資金が１億円以下の中小法人等の平成２１年２月１日以後に終了する各事

業年度において生じた欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができるようになったが、そ

の後も継続できるよう本則化すること。 

◇少額固定資産の減価償却について 

 少額固定資産の損金算入限度額は３０万円、損金算入限度額の上限３００万円であるが、

中小企業の活性化に資するため制度の本則化と上限３００万の撤廃を要望する。 

◇減価償却制度の簡素化について 

 設備投資を促進し経済の活力を維持向上するため、さらには事務処理の簡素化のため、

減価償却の取得価額基準を 30万円未満までに引き上げ、一括償却資産の損金算入制度は廃

止すべきである。 
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◇寄付金 

 損金算入限度枠を廃止し全額損金算入を認めること。 

但し、全額損金算入が難しい場合は、公共性、教育性、スポーツ性、文化性の強いものに

対する非課税等を拡大すること。 

◇配当所得への二重課税の排除 

配当の原資となる法人の利益に対しては法人税が、その配当原資を株主に配当する際に

は所得税が課されており、二重課税となっているので、見直しを求める。 

◇役員報酬および賞与の取扱い 

 近年、雇用形態や給与体系が大きく変化し、特に賃金は年功序列型から能率給型へ急速

に移行している。さらに利益に連動して役員報酬を支給する企業が増えている。こうした

事情を考慮し、役員報酬及び賞与に関する課税を現実に即した措置に改める。 

また、役員給与の損金算入の拡充について年度中途の減額改定事由をもっと広くゆるやか

にしていただきたい。 

◇退職給与引当金制度について 

「中小企業の会計に関する基本要領」においては、退職給与引当金の計上が認められて

いる。労働協約、就業規則等による退職金規程に基づいた法的債務の性格を有するため、

その繰入について損金算入を認めるべきである。その際には、役員・社員の区別なく繰入

対象とし、損金算入を認めるべきである。 

◇地方拠点強化税制について 

 制度が延長され適用範囲が拡充されたことは評価できるが、適用実績はいまだ乏しい。

地方の雇用機会創出に繋げるため、更なる制度拡大を図りその利用を促すべきである。 

所  得  税 

◇所得税の累進税率と諸控除の見直し 

所得税、住民税の累進構造を改め、適用税率を引き下げること。社会的実情を考慮に入

れた諸控除のあり方及び控除額の見直しをするとともに、課税最低限については税負担の

公平・公正の観点から引き下げること。 

◇マイナンバー制度 

  平成２８年１月からその運用が開始されたが、普及の遅れが課題となっている。用途拡

大にはより慎重な取扱いが求められるが、一方で利便性を感じられなければ取得は進まな

いため、管理体制の確立を要件としたうえで有効活用に向けての情報連携を検討すべきで

ある。 

◇金融関係税制 

平成２０年度の税制改正において、エンジェル税制の拡充が行われたが、依然中小企業

（ベンチャー企業）にとって金融環境は厳しく、資金需要に苦慮している。より一層の投

資を促進するため、寄付金控除の限度額や対象事業者の見直しなどを行うこと。 

◇金融所得課税 

  20.315％の税率は地方税、復興税も含む分離課税だが、所得税の累進税率 5～45％ 

 と比べあまりに 低所得者に厳しく、高所得者に甘い。中~低所得者にも貯蓄から投資への

資金移動を促したいのであれば、分離課税に累進を入れるか分離課税をやめ確定申告によ

る所得税との一体化を図るのが望ましい。ただし投資資金の逃避を防ぐ程度には諸外国と

のバランスもとる必要がある。 

◇資産譲渡における分離課税について 

平成１６年度より土地建物の譲渡損失を他の所得と通算しないことになっているが、他

の所得と損益通算ができるように旧法に戻すこと。 

◇配偶者控除の見直し 

配偶者特別控除について所得控除額３８万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が１

５０万円に引き上げられたことは評価できるが、社会保険の扶養要件１３０万円、住民税

の非課税枠９６．５万円または９３万円（愛媛県の場合）と、就業調整要因となる複数の

壁が依然として存在している。 

また、企業の配偶者手当の是非についても議論されているが、手当支給は１０３万円な

いし１３０万円にボーダーが存在しており、ここにも就業意欲を阻害する要因があるとい
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える。 

労働力不足の解消・仕組みの簡素化のため、課税や社会保険適用といった就業に係るボ

ーダーラインの統一化や、壁をなくして控除の計算を％にて一律計算する方法の検討を要

望する。 

現行の配偶者控除制度自体が高度経済成長期の「終身雇用の夫、専業主婦の妻」といっ

た社会構造を基に制定されており、共働き世帯が専業主婦世帯を上回る現在の社会情勢と

乖離している。配偶者控除および配偶者特別控除については廃止を検討すべきである。 

なお、同控除を廃止した場合には少子化対策の見地からも、家族単位の課税のあり方、

例えば、子どもが多いほど所得税が少なくなるフランス式世帯課税、いわゆる N 分 N 乗方

式等の構造的改革について検討すること。国外において施行されている課税方式はわが国

においても適すると考えられるものがいくつか存在しており、議論すべきである。共働き

に不利、高所得世帯に有利、などの点を検証し、日本の現状と少子化対策に資する日本独

自の制度設計を望む。 

生産年齢人口の激減は国家課題であり、税制だけでなく社会保障を含めた複合的な改革

が必要である。 

◇電子申告制度について 

国税電子申告・納税システム（e-Tax）の促進については、電子行政の推進や利用者側の

利便性向上等の観点から、地方税電子申告制度や各省庁・地方自治体が実施している電子

申請等、更には、税金の決済機能を有する金融機関等を含めた、総合的な開発と連携が必

要である。 

◇電子申告特別控除の適用について 

現在廃止されているが、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の普及定着を目的としこれ

を再適用することとし、導入初年度に限られていた特別控除を一定期間継続することとす

る。また、同制度の法人税への適用、されには税理士の代理送信の場合にも控除を認める

こと。なお、普及にあたっては制度の完成度を高めるとともに、セキュリティの強化を図

るべきである。 

相 続 税 ・ 贈 与 税 

 ◇相続時精算課税制度について 

 相続時精算課税制度では、贈与財産の贈与時の価額で贈与税を納めることとなっている

が、近年、地方では地価の下落が大きく、現状ではリスクが大きいので、相続物件の評価

については相続時もしくは当制度選択時のいずれか評価額の低いほうを選択できるように

すること。 

◇相続税の基礎控除の引き上げ 

平成２７年１月１日より相続税の基礎控除が５，０００万円から３，０００万円に引き

下げられることとなったが、事業承継の財産（事業用土地等の資産）については、事業承

継をよりし易くすることを考慮に入れたうえで、相続税の基礎控除を５，０００万円程度

に再度引き上げること。 

◇相続税の見直し 

 事業承継がスムーズにできる税制にするため、中小企業オーナー経営者が相続人に「株

式及び会社資産」を贈与する場合、一定期間売却しない場合は相続税を免除する。（簿価譲

渡可とする） 

◇事業承継税制について 

 事業に資する相続については、事業継続・従事を条件として他の一般財産と切り離し、

非上場株式を含めて事業資産への課税を軽減あるいは控除する制度の創設を求める。 

事業承継税制の１０年間の特例の創設は評価できるが、未だ制度の適用を受けられない中

小企業も存在する。 

我が国の納税猶予制度は欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、事業

の継続を阻害することのないよう欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。 

・「事業承継税制の特例措置」以前には株式の分散防止対策等として持株会社化を行ってい

た企業もあるため、資産管理会社においても同特例の対象とすること。 

・非上場株式は、市場制がないので、株式の評価について企業分析指標などを活用した基
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準を設けるか、評価機関を作り現実に見合う評価方法に改める。 

・平成２５年税制改正により、後継者の親族承継要件が廃止されたことは評価できるが、

事業承継税制は、相続にかかわる税だけでなく、事業存続のため、第三者へスムーズに

継承できるような税制を加えるべきである。 

・相続税の連帯納付義務は一部改正されているが、非合理的であるため廃止すること。 

◇贈与税について 

 生前贈与による円滑な事業承継に資するためにも、贈与税の基礎控除額を１１０万円か

ら５００万円へ引き上げること。 

◇取引相場のない株式評価の斟酌率の引き下げ 

 中会社・大会社についても５０％に引き下げること。（小会社従業員５人以下） 

地  価  税 

◇平成１０年度から課税が停止されているが、現行税制を廃止すること。 

消  費  税 

◇消費税の見直し 

新型コロナウイルスの感染拡大が経済に与えた影響は甚大である。消費増税から間もな

いが、社会が大きく変わった今だからこそ大きく対応を変え、単一税率を採用すること。

なお、再増税には行財政の見直しと改革を徹底したうえで、経済成長率等を用いた目安を

策定し、十分に国民の理解を得たうえで臨むべきである。 

◇地方消費税率の占める割合を引き上げ、地方に還元すべきである。 

◇消費税を含めた二重課税（Tax On Tax）をやめること。 

◇インボイス制度について 

増税に伴う低所得者対策としての軽減税率制度が開始されたが、今後導入が予定される

インボイス制度については事務量が増大し処理が煩雑になること、仕入税額控除の可否に

より免税事業者が取引から排除される恐れがあること等により避けるべきである。 

◇免税措置および簡易課税制度ならびに基準期間について 

課税売上高１千万円以下の事業者への免税措置及び課税売上高５千万円以下に限る簡易

課税制度の適用要件を廃止する。廃止までの間は簡易課税・本則課税の判断は申告時に選

択できるようにすること。なお、免税措置の廃止が難しい場合には基準期間制度を廃止す

ることとする。現行の基準期間と課税期間の関連性がなく、基準年の売上激増・激減に対

応した資金感覚が乖離し滞納の恐れがある。納税者の税負担の公平性や簡素化の観点から、

現行の基準期間制度の廃止を要望する。この場合においては当該課税期間における課税売

上高が１千万円を超えれば課税事業者となるようにし１千万円以下であれば申告を行うか

どうかを選択できるように改正する。 

◇事務手続きについて 

  本則課税において、請求書・領収書・帳簿の整備が義務付けられるなど小規模事業者に

とって煩雑であるので簡素にすること。 

◇円滑な価格転嫁への対策について 

 消費税率の引き上げにあたって、価格決定のプロセスにおいて立場の弱い中小企業が適

正に価格転嫁できるよう、その実効を担保する確実な措置を講じること。 

◇免税事業者の免税判定も、売上高を税抜扱いした金額をもってすること。 

印  紙  税 

印紙税の免税点が５万円未満に引き上げられたことは評価するが、電子商取引の拡大な

ど、商取引の形態が多様化しており、課税の公平性に限界があるので現行税制を廃止する

こと。 

揮発油税（ガソリン税） 

政府のガソリン等価格高騰対策として補助金 25%を元売りに支給する方法では、今現在ガ
ソリン軽油の値上がりで苦しむ元売り以外の中小への対策になっていないため、バランス
をとった対策をとること。 
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地   方   税 
◇電子申告・電子納税制度の普及を図るため、地方税においても電子申告・電子納税の整 
備を早急に図ること。 
※国税の電子申告・電子納税制度は徐々に利便性が向上されているが、納税者の利便性の
観点から地方税、特に市町村民税は問題があるといえる。県は eLTAX により既に普及し
ているといえるが、国・県・市で一元化出来るシステムの構築を早急に要望する。 

法  人  事  業  税 
◇外形標準課税が導入されたが、今後とも行財政改革を断行し、可能な限り納税コストを
抑え、安易に中小企業の納税負担を増やさないよう配慮すること。資本金１億円以下の中
小法人に対しては、今後とも外形標準課税を導入すべきでない。同制度の課税強化が取り
沙汰されているが、これは法人税率の減少を補完するものではない。地方税を増税するこ
とで実効税率そのものが維持され、法人税率引き下げの本来の目的を失わせることとなる。 
◇法人事業税においても法人税と同様の繰戻還付制度を創設すること。    
◇事業税の計上時年度の損金算入を認めること。 
法 人 住 民 税 
◇法人住民税においても法人税と同様の繰戻還付制度を創設すること。 
◇法人税割を軽減し、均等割の区分の見直しをすること。 
◇所得税から住民税に税源移譲されたが、住民税の前年度所得課税を改め、所得税と同様
に当年度所得課税に改めること。 
個 人 住 民 税 
◇住民税の課税標準額を所得税と同一にし、住民税申告と所得税申告を一本化すること。 
固  定  資  産  税 
◇過疎化が激しい地方では所有者不明の土地が多く存在している。山間部などで防災対策
工事をしたくても地権者の同意が得られず、相続人探しに企業あるいは行政はコストがか
かってしまう。相続登記がされない不明土地は固定資産税の滞納にも繋がりかねないため、
一定期間の公示を経て地方自治体で収用・管理が行える等の整備が必要である。 
◇不動産が建てられている住宅用地に適用される課税標準特例は住宅政策上の見地から設
けられているが、増え続ける空き家問題と深く関連している。長らく放置された空き家は
倒壊の恐れがあり、犯罪等の温床にもなりかねない。特定空家等の固定資産税の改正は評
価できるが、その家屋の認定は市町村の判断となる。更地の場合でも地目が宅地であれば
課税標準特例の適用を受けられる等、租税回避的な意味で空き家が放置されないよう対策
を行うべきである。 
◇固定資産税の課税の仕方（資産評価）が分かりにくいので簡明にすること。 
◇従来の負担調整方式をやめ、現行の課税方式を収益還元方式に改めること。 
◇地価の変動が激しい場合は、３年ごとに評価を見直す方式を改め、適正な時価による評
価に努めること。 
◇制限税率が取り外されたが安易に税率を上げないこと。 
◇資産の評価（雑集地等）を分かりやすくすべきである。 
◇固定資産税の対象となる償却資産については、国税における減価償却制度との評価方法
の不整合や、賦課期日と決算日の不一致等によりその申告に際し事業者に過度な事務負担
を強いているためその課税を廃止あるいは縮小すべきである。但し、難しい場合は法人税・
所得税と同様に、中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を認めるべきである。 

特に製造業における土地建物、機械設備等の使用比率が他業種に比較して高い為に固定資

産税が重荷になっているため、償却資産の課税について国税と地方税の事務処理を統一し

て、課税の縮小等を要望する。それも難しい場合は、これを解消するため、国が一括管理、

調査、課税し、地方に配分することで地方の財源も確保するのが望ましい。 
◇その他 
・法定外目的税の導入について 
２０００年４月に施行された地方分権一括法により「法定外目的税」の創設が可能となり、
森林環境税・産業廃棄物税等の新税が導入されたが、導入にあたっては広く地域住民や投
票権のない法人企業にも意見を求めること。また、安易に法人企業に限定しての課税をし
ないこと。 
・税の使い道については広く住民に対し徹底した情報開示をすること。 

事 業 所 税 

事業所税は、人口３０万人以上の市等に課税されるため、市町村合併の進行により課税
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主体が拡大するケースが見受けられる。固定資産税と二重課税の問題があるので廃止する

こと。 

そ   の   他 

◇租税特別措置について 

政策誘導的な租税特別措置・非課税等特別措置については、その目的や効果を十分に吟

味し措置法上で期限到来と延長を繰り返しているものは本則化するなど整理合理化を進め

るべきである。 

◇経理事務のＩＴ化支援について 

企業の大半は市販のソフトウエアを利用しており、デジタル庁を主軸に国税庁（e-tax）

他省庁と連携し共通のソフトウエアをオープンソースとして公開して頂ければ一気にIT化

し納税も標準化するのではないか。 

◇情報開示について 

先進国の税負担（健康保険料等も含）の比率表を客観的に判断出来るよう昨年に 

引き続き、財務省に開示をお願いしたい。 

 

②税制改正提言書の関係機関への提出  
全法連が、全国の各法人会から税制に関する意見要望を取りまとめ、税制改正の提言を決議

し、法人会全国大会で発表後、本会は、法人会全国大会で発表された税制に関する提言を、県

内法人会とともに地元選出の国会議員、愛媛県知事、各市町長、愛媛県議会、各市議会に提出

するとともに、ホームページ並びに県内法人会に情報を積極的に提供し広報誌を通じ広く一般

に周知。 

地元選出国会議員に対する要望活動 

要   望   活   動   先 
  要 望 活 動 実 施 者・ 

要 望 活 動 実 施 日 

 議員名 選挙区 所 属 党 名 単位会名／同役職 実施日 

塩崎 彰久 

 

衆議院議員   

愛 媛 

１  区 
自 由 民 主 党  

松山／税制委員長・常任理事 一色 義治 

県連・松山／事務局長   渕上 悟  

／事 務 局   三ツ木 隆行 

令和 5 年 

12 月 2 日 

永江 孝子 

 

参議院議員   

愛  媛 

地方区 
無 所 属  

県連・松山／事務局長   渕上 悟  

／事 務 局   三ツ木 隆行 

令和 5 年 

11 月 30 日 

村上誠一郎 

 

衆議院議員 

愛  媛 

２  区 
自 由 民 主 党 

今  治 ／会 長     井上 裕基 

 ／副 会 長   近藤 正人 

 ／専務理事   森  和博 

令和 5 年 

11 月 20 日 

山本 順三 

 

参議院議員 

愛  媛 

地方区 
自 由 民 主 党 

今  治 ／会 長     井上 裕基 

 ／副 会 長   近藤 正人 

 ／専務理事   森  和博 

令和 5 年 

11 月 20 日 

井原 巧 

 

衆議院議員 

愛  媛 

３  区 

（新： 

２区） 

自 由 民 主 党 

宇  摩 ／ 会 長      篠原 聡一 

 ／副 会 長     寺井 隆仁郎 

伊予西条 ／ 会 長       関野 邦夫 

新 居 浜 ／ 会 長        米谷 正人 

令和 5 年 

12 月 19 日 

白石 洋一 

 

衆議院議員 

愛  媛 

３ 区 
立 憲 民 主 党 

伊予西条 ／ 会 長      関野 邦夫 

 ／事務局長     越智 光文 

令和 5 年 

11 月 27 日 

長谷川 淳二 

 

衆議院議員 

愛  媛 

４  区 
自 由 民 主 党 

大洲喜多 ／会  長     久保  登 

八 幡 浜 ／会  長     菊池 英充 

宇 和 島 ／ 会 長      岡  兵典 

 ／税制委員長    清家 義幸 

大洲喜多 ／事務局長     祖母井 玄 

八 幡 浜 ／事務局長     佐藤  康 

宇 和 島 ／事務局長     長尾 千並 

令和 5 年 

12 月 26 日 
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要望活動先 要 望 活 動 実 施 者･ 

要 望 活 動 実 施 日 

対 象  

自 治 体 名 

面 接 者 

の役職名 
県連･単位会名／同役職 要 望 活 動 実 施 日 

愛媛県 総務部長 
松山／税制委員長・常任理事 一色 義治 
県連・松山／事務局長    渕上 悟  

令和 5 年 11 月 28 日 

愛媛県議会 議 長 
松山／税制委員長・常任理事 一色 義治 
県連・松山／事務局長    渕上 悟  

令和 5 年 11 月 28 日 

松山市 副市長 
松山／税制委員長・常任理事 一色 義治 
県連・松山／事務局長    渕上 悟  

令和 5 年 11 月 28 日 

今治市 

総務部長 

税務長 

市民税課長 

今  治 ／会 長     井上 裕基 

 ／副 会 長   近藤 正人 

 ／専務理事   森  和博 

令和 5 年 11 月 20 日 

今治市議会 
議 長 

市議会議員 

今  治 ／会 長     井上 裕基 

 ／副 会 長   近藤 正人 

 ／専務理事   森  和博 

令和 5 年 11 月 20 日 

西条市 

市長 
副市長 
財務部長 
資産税課長 
市民税課長 
徴収課長 

伊予西条 ／ 会 長      関野 邦夫 

 ／税制委員長   森川  公 

 ／事務局長     越智 光文 

令和 5 年 11 月 21 日 

西条市議会 議 長 

伊予西条 ／ 会 長      関野 邦夫 

 ／税制委員長   森川  公 

 ／事務局長     越智 光文 

令和 5 年 11 月 21 日 

新居浜市 市 長 

新 居 浜／会  長     米谷 正人 
    ／副 会 長     明星 元 

／副 会 長      矢田 義久 
    ／副 会 長     加藤 喜裕 
    ／副 会 長    尾藤 一彦 

／税制委員長    野間 省一 
    ／事務局長     伊藤 伴忠 

 

令和 5 年 12 月 11 日 

 

新居浜市議会 
議会 

事務局長 

新 居 浜／会  長     米谷 正人 
    ／副 会 長     明星 元 

／副 会 長      矢田 義久 
    ／副 会 長     加藤 喜裕 
    ／副 会 長    尾藤 一彦 

／税制委員長    野間 省一 
    ／事務局長     伊藤 伴忠 

 

令和 5 年 12 月 11 日 

 

四国中央市 

副市長 

政策部長 

税務課長 

宇  摩／会  長     篠原 聡一 

    ／副 会 長     寺井 隆仁郎 

     ／事 務 局    白石 真紀子 

令和 5 年 12 月 19 日 

四国中央市議会 
議 長 

副議長 

宇  摩／会  長     篠原 聡一 

    ／副 会 長     寺井 隆仁郎 

     ／事 務 局    白石 真紀子 

令和 5 年 12 月 19 日 

大洲市 市 長 
大洲喜多／会  長      久保  登 

    ／事務局長      祖母井 玄 
令和 5 年 11 月 27 日 

大洲市議会 市税務課長 
大洲喜多／会  長      久保  登 

    ／事務局長      祖母井 玄 
令和 5 年 12 月 27 日 

八幡浜市 

市 長 

副市長 
総務企画部長 

税務課長 

八 幡 浜／会    長      菊池 英充 

         事務局長      佐藤  康 
令和 5 年 11 月 10 日 

八幡浜市議会 議  長 
八 幡 浜／会    長      菊池 英充 

         事務局長      佐藤  康 
令和 5 年 11 月 10 日 

宇和島市 

市 長 
市民環境部長 

税務課長 
総務企画部 

市長公室政策

調整係長 

宇 和 島／会   長      岡  兵典 
    ／副 会 長    村重  敦 

／副 会 長     清家 義幸 
       ／事務局長      長尾 千並 

令和 6 年 1 月 5 日 

地元地方自治体に対する要望活動 
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２．地域企業の健全な発展に資する事業 

県内法人会と緊密な連絡を図り、地域中小企業の経営に役立つことを目的に、会計・

経営・労務を中心とした研修会等の県内法人会の実施を支援するとともに、融資制度の

普及推進等、地域企業の健全な発展に資する事業を行った。 

（１）融資制度の普及推進 

地域経済の発展に資することを目的に、税理士会・愛媛県信用保証協会・金融機関と

提携して、県等融資制度について、積極的な広報を図ったことから、県内企業の金融面

での支援に貢献した。概要は次のとおり。 

○小口連携保証（ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ 1000） 

将来性があり、資金調達環境の厳しい中小企業のために、金融機関の協力を得て、必

要資金の供給を図り、経営基盤の安定化に資するための愛媛県信用保証協会と連携した

商品で、法人会の推薦状が必要な融資制度である。申込から極めて短期間で融資実行さ

れることが特徴で、ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾛｰﾝで導入した「会計参与制度」の活用による保証料の割

引が設定されるなど内容も充実している。 

      融資累計件数  ２，８７２事業所 

（２）中小企業会計啓発・普及支援 

県内の経営者、財務・経理担当者を対象に、中小企業の自己啓発や健全な財務状況へ

の進展と「中小企業会計」の普及拡大を目的として、県内法人会のセミナー等実施を支

援。本年度は特にオンライン及びハイブリッドでの実施に積極的に取り組んだ。 

①新設法人説明会の県内法人会実施の支援 

令和５年度 新設法人説明会の実施状況 

単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

松山 令和 5 年 6 月 松山税務署 80 名 

  今治 令和 6 年 1 月 今治商工会館 10 名 

 伊予西条 令和 5 年 12 月 西条商工会館 10 名 

新居浜 令和 5 年 11 月 新居浜商工会館 8 名 

宇摩 令和 5 年 11 月 伊予三島商工会館 4 名 

八幡浜 令和 5 年 10 月 八幡浜税務署 2 名 

宇和島 令和 5 年 8 月 宇和島税務署 3 名 

計   117 名 

②経理担当者養成講座について 

令和５年度 経理担当者養成講座実施報告 
単位会名 コース 開催日 開催場所 参加人数 

松山 会計実務コース 令和 5年 7月 6日 
松山市男女同参画推進センター 

/オンラインセミナー 
45 名 

松山 社会保険実務コース 令和 5年 7月 25日 松山市男女共同参画推進センター 
/オンラインセミナー 

52 名 

松山 消費税コース 令和 5年 11月 7,9日 
松山市男女共同参画推進センター 

/オンラインセミナー 23 名 

松山 法人税コース 令和 5年 10月 17,18日 松山市男女共同参画推進センター 
/オンラインセミナー 

12 名 

松山 年末調整コース 令和 5年 12月 7,8日 松山市男女共同参画推進センター 
/オンラインセミナー 

25 名 

宇摩 社会保険実務コース 令和 5年 8月 17日 川之江ふれあい交流センター 11 名 

宇摩 会計実務コース 令和 5年 8月 30日 川之江ふれあい交流センター 16 名 

伊予西条 社会保険実務コース 令和 5年 9月 28日 西条商工会館 14 名 

【
継
２
】 
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八幡浜 年末調整コース 令和 5年 11月 28日 八幡浜商工会館 18 名 

宇和島 社会保険実務コース 令和 5年 10月 4日 パフィオ宇和島 10 名 

計    226 名 

③パソコン講座の県内法人会実施の支援 

令和５年度 県下パソコン移動研修会の実施状況 

単位会名 開催回数 参加人員 

松山 7 回 65 名 

伊予西条 1 回 10 名 

新居浜 2 回 15 名 

宇摩 2 回 15 名 

宇和島 1 回 8 名 

計 13 回 (内、オンライン 13 回) 113 名 

④インボイス対策セミナーについて 

令和５年度 インボイス対策セミナーの実施状況 
単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

県下 令和 5年 5月 24日 
松山市男女共同参画推進センター 

（ハイブリッド） 
130名 

県下 令和 5年 7月 11日 
松山市男女共同参画推進センター 

（ハイブリッド） 
289名 

計   419名 

⑤雇用関係助成金活用セミナーについて 

令和５年度 雇用関係助成金活用セミナーの実施状況 

単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

県下 令和 5年 8月 18日 
愛媛生活文化センター 

（ハイブリッド） 
40 名 

計   40 名 

⑥持続可能な組織づくりと SDGs・ESG で「未来から愛される会社」について 

令和５年度 持続可能な組織づくりと SDGs・ESGで「未来から愛される会社」の実施状況 

単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

県下 令和 5年 9月 6 日 
松山市男女共同参画推進センター 

（ハイブリッド） 
15 名 

計   15 名 

⑦地域連携型事業継続力強化セミナーについて 

令和５年度 地域連携型事業継続力強化セミナーの実施状況 

単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

県下 令和 5年 11 月 4日 
愛媛生活文化センター 

（ハイブリッド） 
13 名 

計   13 名 

⑧電子帳簿保存法対策セミナーについて 

令和５年度 電子帳簿保存法対策セミナーの実施状況 
単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

県下 令和 5年 12 月 14日 
愛媛生活文化センター 

（ハイブリッド） 
243名 

計   243名 

⑨人材採用セミナーについて 
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令和５年度 人材採用セミナーの実施状況 

単位会名 開催日 開催場所 参加人員 

県下 令和 6年 1月 17日 
松山市男女共同参画推進センター 

（ハイブリッド） 
19 名 

計   19 名 

 

（３）インターネットセミナーの配信 

 県連・単位会ホームページ上に、いつでもどこでも各種セミナーの動画発信できるサ

ービス（インターネットセミナーオンデマンド）を提供した。広く一般に公開できるた

め公益性を担保している。 

 

＊＊県内法人会の報告＊＊  

◇研修参加者数の推移 

 各単位会とも基幹研修会である「新設法人研修会」「決算期別研修会」や社会貢献活動

を兼ねた講演会等の開催を適時実施し、全国的にも高いレベルにある研修参加率を上げた。 

 特に、融資制度の根幹を成す「中小企業会計」の普及拡大を目的とした会計講座を県下

単位会で開催、また、パソコン研修会等を県下８箇所で開催する等、県連主体で積極的な

公益性を担保した研修活動を実施した。 

 今年度も引き続き、現地開催とオンライン開催を同時に行うハイブリッド開催を行い、

新しい形式でのセミナーを積極的に導入した。 

令和５年度研修参加人員等調査表（オンライン含） 

項  目 
単位会合計 県  連 総 合 計 

該当会数 実施回数 参加人数 実施回数 参加人員 実施回数 参加人員 

１，税法・税務 8 246 10,961 3 92 249 11,053 

２，経 営 ・ 経 済 ・ 金 融 8 129 3,030 55 724 184 3,754 

３，そ の 他 8 33 7,535 70 2,563 103 10,098 

合  計  408 21,526 128 3,379 536 24,905 

 

一般市民参加事業（オンライン含） 

項  目 
単位会合計 県  連 総 合 計 

該当会数 実施回数 参加人員 実施回数 参加人員 実施回数 参加人員 

一般市民参加事業 8  1,526  2,751  4,277 
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３．地域社会への貢献を目的とする事業 

県内各法人会と緊密な連絡を図り、中小企業単独では難しい企業の社会的責任（CSR）

を果たすため、団体としての組織力を活用し、地域社会への貢献活動を行うことを目的

とする事業を行うとともに、公益目的事業を積極的に推進した。  

    

（１）地域産業の振興と酒税の適正納税ＰＲ「新酒きき酒会」 

新酒きき酒会は地域産業の振興を目的として、当会及び県内法人会にて地酒の広報活

動を行った。 

 １．きき酒キックオフイベント（協賛：愛媛県酒造組合） 

開催日 令和5年6月22日  

会 場 競技会：蔵元屋 

参加者数 40名 

２．きき酒競技（協賛：愛媛県酒造組合） 

開催期間 6月22日から8月31日までの毎週㈫、㈬、㈭、㈰ 

会 場 蔵元屋 

参加者数 200名 

 

（２）「えひめ結婚支援センター運営事業」 

１．事業の目的 

少子化の主たる要因である未婚化・晩婚化に対応するため、えひめ結婚支援センターにおいて、
結婚支援イベントの開催及び個別のお引合せ｢愛結び」等を通じて、結婚を望む未婚の男女へ出会
いの機会を提供することにより、結婚を支援する。 

２．事業の内容 

(1)イベント事業 

ア 事務局の体制（事務局設置場所及び職員数） 
 松 山：松山市大手町 2丁目 5-7 常勤職員 3名、パート 6名 
 西 条：西条市大町 1590 常勤職員 1名、パート 6名 
 大 洲：大洲市中村長畑 210 番地 39 常勤職員 2名、パート 4名    

イ 会員登録者数 
 20 歳代 900人、30歳代 2,331 人、40歳代 1,381人、50歳代以上 589 人  
 県外在住者 289人 

ウ 応援及び協賛・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員の登録状況（3月 31日現在） 
 応援企業 213社、協賛企業 519社、ボランティア推進員 226 名 

エ イベントの実施状況 
 開催イベント 122 回  詳細：結婚支援イベント開催状況 
 セミナー   43回  
 イベントでのカップル数 57.7％ 

オ オンラインイベント等の開催 
 イベント開催 49回、849名参加 
 イベントを友人に勧めたいと思った参加者 91％ 
 オンラインイベントをまた開催したいと考える企業 100％ 

カ 20代向け広報活用の強化 
 インスタグラム等の SNSを中心にイベント情報の発信、企業での若手社員への広報・周知 
  20代を含む結婚支援イベントの開催支援 
 20 代を主としたイベント（延べ）17 回 267名参加 

   キ お引合せ・交際フォローの実施状況 
 カップリング数 592組  詳細：結婚支援イベント開催状況  
 成婚 22組 

(2)愛結び推進事業  

ア 愛結び会員の登録状況  詳細：愛結び会員登録数詳細 
 愛結び現会員数 1,333名（3月 31 日現在） 

【
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イ 会員登録・閲覧窓口の設置及び開設状況  詳細：愛結び開設状況 
 常設設置 
 松 山： 3ブース、442回、301 人利用 
 西 条： 2ブース、1,290回、319人利用 
 新居浜： 2ブース、1,691回、655人利用 
 大 洲： 2ブース、 539回、84人利用 
 宇和島： 1ブース、 642回、124人利用 
 八幡浜： 1ブース、 745回、31人利用  

 特設設置 
 中 予： 3ブース 1箇所､１ブース 3箇所、1,792回､ 1,077人利用 
 東 予： 2ブース 2箇所､１ブース 1箇所、614回､ 315 人利用 
 南 予： 1ブース 4箇所､ 153 回､  32 人利用 

ウ 愛結び会員の閲覧・申込み状況  詳細：愛結び実施状況 
 来所閲覧 2,610 人  
 自宅閲覧 24,884 人  
 申込み 7,035 人（来所、自宅閲覧合計） 

エ 愛結びサポーターの認定状況  詳細：協力企業及びボランティアの状況 
 97 名（3 月 31日現在） 

オ 個別のお引合せの実施状況  詳細：愛結び実施状況 
 お引合せ 694組 内交際開始 287組  成婚 60組 

(3)Web サイト・愛結びシステムの管理 

ア 募集・登録用ホームページの設置状況 
 パソコン用ホームページ （URL https://www.msc-ehime.jp ） 
 ブログページ        （URL https://ameblo.jp/msc-ehime ） 
 Facebook ページ （URL https://www.facebook.com/msc.ehime ） 
 X（旧 Twitter ページ）  （URL   https://twitter.com/ehimekekkonsien ） 
 インスタグラム      (URL  https://www.instagram.com/ehimekekkonshien/） 

イ バナー広告  協賛企業 2社 

(4)結婚相談等アドバイザー事業 

ア 顧問弁護士 
 しまなみ法律事務所（今治市南宝来町 2-3-7）寄井真二郎弁護士 
 「個人情報保護に関する研修会」 
 個別相談 随時対応 

(5) オンライン異業種交流の実施 

地域全体で若者の成長と結婚の希望をかなえられるよう、地元経済団体、企業、学校、県・
市町等が連携するネットワークを拡充・推進し、経営者等が結婚支援の優良事例及び課題へ
の対応状況を検討するとともに若手従業員等の結婚観、仕事に対する意識等を共有し、オー
ル愛媛で結婚や子育ての希望の実現を支援する。 

○オンラインを取り入れた異業種交流活動の開催 
・開催回数：15 回、参加者：延べ 244 名 

・異業種交流活動を知人等へ紹介したい参加者の割合：91％ 

実施年月 地域 協力企業・団体 参加者数 

R5.6.10 中予 ネッツトヨタ愛媛 男性 11名、女性 10名 

R5.6.25 中予 HOJO B&S 男性 9名、女性 7名 

R5.7.5 東予 グラッチェふじ 男性 5名、女性 4名 

R5.7.9 中予 mononimo 男性 9名、女性 9名 

R5.7.30 中予 高忍日賣神社 男性 8名、女性 8名 

R5.8.11 中予 珈琲館 男性 6名、女性 6名 

R5.8.19 中予 パンセ 男性 7名、女性 9名 

R5.8.27 東予 四国中央キャリア 男性 7名、女性 4名 

R5.9.9 中予 ドットアール 男性 5名、女性 10名 

R5.9.10 東予 D inc 男性 4名、女性 3名 

R5.10.14 中予 愛媛県立とべ動物園 男性 12名、女性 12名 

R5.12.10 中予 atelier  kaka 男性 12名、女性 12名 

R6.2.12 中予 JAえひめ中央 男性 8名、女性 10名 

R6.2.12 中予 JAえひめ中央 男性 9名、女性 8名 

R6.2.12 中予 JAえひめ中央 男性 10名、女性 10名 

https://www.msc-ehime.jp/
https://twitter.com/ehimekekkonsien
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法人会異業種交流会業務の実施 

企業における出会いの場作りの搬運を醸成するため、法人会会員企業に所属する若手社員対
象の異業種交流会を開催する。 

○法人会異業種交流活動の開催 

・開催回数：3 回、参加者：延べ 60 名 

・異業種交流活動を知人等へ紹介したい参加者の割合：83％ 

 
実施年月 地域 開催場所 参加者数 

R5.8.19 南予 パフィオうわじま 男性 8名、女性 5名 

R5.11.12 東予 しまなみフレンチ Filer 男性 12名、女性 11名 

R6.2.23 中予 みなとまちまってる 男性 12名、女性 12名 

○法人会異業種交流会周知企業訪問活動 

・訪問企業数：114 社 

・次回異業種交流会開催協力可能の割合：95％ 

 

(6)えひめ結婚支援センターサテライト施設の運営 

ア 愛結びサテライト会場の開設 

○開設会場 
会  場 登録者 閲 覧 合 計 

 
Joint Terrace ひめ ring 169人 950人 1,119人 

合 計 169人 950人 1,119人 

・ひめりんを利用して良かったと感じた利用者の割合 約 98％ 

イ ボランティア婚活相談会の開催 

開催日 内容 参加人数 参加ボランティア 

R5.4.28 ボランティア婚活相談会 参加 2人 1人 

R5.5.29 ボランティア婚活相談会 参加 1人 1人 

R5.6.29 ボランティア婚活相談会 参加 3人 1人 

R5.7.22 ボランティア婚活相談会 参加 3人 1人 

R5.8.27 ボランティア婚活相談会 参加 4人 1人 

R5.9.24 ボランティア婚活相談会 参加 4人 1人 

R5.10.22 ボランティア婚活相談会 参加 2人 1人 

R5.11.23 ボランティア婚活相談会 参加 2人 1人 

R6.12.17 ボランティア婚活相談会 参加 3人 1人 

R6.1.20 ボランティア婚活相談会 参加 4人 1人 

R6.3.3 ボランティア婚活相談会 参加 4人 1人 

ウ オンラインサロンの開催 
開催数 内容 参加人数 

4回 オンライン説明会 男性 2人 女性 1人 合計 3人 

20回 セミナー 男性 91人 女性 81人 合計 172人 

・オンラインサロン参加後、婚活に自信がついた人の割合 約 95％ 
動画作成本数 内容 

4 本 イベント編 1 本、愛結び編 2 本、参加者の声 1 本 

 (7)その他- 
ア 広告実施及びメディア報道の状況 

 報道 66回 広告 16回  詳細：広告実施及びメディア報道等の状況表 
イ 認定証等交付式・説明会・研修会・勉強会・交流会・交流企画会・相談会の実施状況 

 
 感謝状贈呈式 

開催日  令和 6年 1 月 31 日 愛媛県庁本館 3階会議室 出席者数 4 名 
 

 各種認定証等交付式 
開催日 令和 6 年 2月 29 日 応援企業・協賛企業・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員認定証等交付式 
愛媛県美術館  出席者数  53名 
 

 ボランティア推進員説明会・面接及び各種研修会、セミナー 
① 中予開催 令和 5年 5 月 20 日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員リーダー会 vol.1 出席者数 5名 
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② 中予開催 令和 5年 5 月 20 日 新規ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員登録者研修（中予） 出席者数 14名 
③ 東予開催 令和 5年 6 月 3日  新規ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員登録者研修(東予) 出席者数 4名 
④ 東予開催 令和 5年 6 月 3日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員リーダー会（東予） 出席者数 6名 
⑤ 南予開催 令和 5年 7 月 15 日 新規ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員登録者研修（南予） 出席者数 4名 

⑥ 中予開催 令和 5年 7 月 15 日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員リーダー会 vol.2 出席者数 4名 

⑦ 東予開催 令和 5年 7 月 21 日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員東 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修（東予） 出席者数 15名 
⑧ 東予開催 令和 5年 9月 30日  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員東 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修（東予） 出席者数 11名 
⑨ 中予開催 令和 5年 10 月 29日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員中 1～4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修（中予） 出席者数 31名 
⑩ 東予開催 令和 5年 11 月 8日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員東 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修（東予） 出席者数 6名 
⑪ 南予開催 令和 5年 11月 19 日  ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員南 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修会（南予） 出席者数 9名 
⑫ 東予開催 令和 5年 11 月 26日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進員東 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修（東予） 出席者数 5名 
⑬ 中予開催 令和 6年 1 月 21 日 愛結びサポーター研修（中予） 出席者数 10名 
⑭ 東予開催 令和 6年 2 月 9日 新規登録説明会(新居浜) 出席者数 1名 
⑮ 中予開催 令和 6年 2 月 12 日 新規登録説明会(松山) 出席者数 5名 
⑯ 中予開催 令和 6年 2 月 16 日 新規登録説明会(松山) 出席者数 5名 
⑰ 南予開催 令和 6年 2 月 20 日 新規登録説明会(宇和島) 出席者数 1名 
⑱ 東予開催 令和 6年 2 月 21 日 新規登録説明会(今治) 出席者数 5名 
⑲ 東予開催 令和 6年 2 月 22 日 新規登録説明会(西条) 出席者数 4名 
⑳ 中予開催 令和 6年 2 月 24 日 新規登録説明会(松山) 出席者数 3名 
21 東予開催 令和 6年 2 月 26 日 愛結びサポーター研修（東予） 出席者数 7名 
22 中予開催 令和 6年 2 月 29 日 個人情報保護研修(松山) 出席者数 30名 
23 南予開催 令和 6年 3 月 5日 愛結びサポーター研修（南予）      出席者数 5名 
24 中予開催 令和 6年 3 月 12 日 新規登録説明会(松山) 出席者数 1名 

  
 ボランティア推進員婚活相談会 

令和 6年 2月 4 日   とうおん婚活相談会 出席者数 7名 

ウ 視察・事業説明・会議出席等 

 視察受入 
① 令和 5年 4月 12日 かごしま出会いサポートセンター     出席 4名 
② 令和 5年 5月 18日 こども家庭庁                   出席 5名 
③ 令和 5年 5月 22日 やまなし出会いサポートセンター          出席 3名 
④ 令和 5年 5月 25日 福岡市議会議員                  出席 5名 
⑤ 令和 5年 7月 7 日  宮崎県こども政策課                           出席 7名 
⑥ 令和 5年 7月 21日  新潟県                      出席 4名 
⑦ 令和 5年 7月 26日 熊本県天草市                   出席 12 名 
⑧ 令和 5年 8月 30日 経済産業省サービス政策課             出席 5名 
⑨ 令和 5年 10 月 3日  おかやま出会い･結婚サポートセンター       出席 5名 
⑩ 令和 5年 10 月 17日 富山県                       出席 4名 
⑪ 令和 5年 10 月 27日 富山県議会事務局                 出席 4名 
⑫ 令和 5年 11 月 17日 山形県議会議員                  出席 5名  

 講師派遣 
① 令和 5年 5月 25日 西予市結婚推進委員会研修会                講師１名 

② 令和 5年 7月 27日 第 3回結婚支援システムユーザー会             講師 2名 

③ 令和 5年 7月 28日 大洲喜多倫理法人会モーニングセミナー                   講師 2名 

④ 令和 5年 8月 25日 西宇和農業協同組合婚活セミナー              講師 1名 

⑤ 令和 5年 10月 11日 能力開発システム研究所 キャリア形成研修              講師 1名 

⑥ 令和 6年 1月 29日  みやざき結婚サポートセンター内部研修           講師 1名 

⑦ 令和 6年 3月 11日 久万高原町民生児童委員協議会第 4回久万支部定例会     講師 1名 

 事業説明・事業 PR 
① 令和 5年 5月 25日 西予市結婚推進委員会  

えひめ結婚支援事業説明・登録手順説明   西予市役所                    参加 30名      

 会議出席等 
①令和 5年 4月 4日   第 19回地方女性活性化研究会（120分）WEB会議        参加 11名 
②令和 5年 5月 22日  ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ業務企画募集審査会（150分）         参加 8名 
③令和 5年 5月 29日  第 20回地方女性活性化研究会（90分)WEB会議                参加 11名 
④令和 5年 6月 22日  公募型プロポーザル企画提案審査会（80分）          参加 8名 
⑤令和 5年 6月 22日  第 21回地方女性活性化研究会（120分）WEB会議        参加 11名 
⑥令和 5年 7月 24日  デジタルマーケティングセミナー（120分）          参加 8名 
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⑦令和 5年 7月 25日  第 22回地方女性活性化研究会(120分)WEB会議         参加 8名       
⑧令和 5年 8月 4日  こども家庭庁地位の結婚支援に関する意見交換会（120分）     参加 13名 
⑨令和 5年 8月 18日  第 23回地方女性活性化研究会（120分） WEB会議       参加 11名 
⑩令和 5年 10月 5日  こども家庭庁令和 5年度地域少子化値策に関する調査事業ヒアリング 

（60分） Zoom      参加 6名 
⑪令和 5年 10月 16日  第 24回地方女性活性化研究会(120分)WEB会議         参加 11名               
⑫令和 5年 11月 27日 第 25回地方女性活性化研究会（120分） WEB会議         参加 13名 
⑬令和 5年 12月 19日 第 26回地方女性活性化研究会（120分） WEB会議         参加 13名 
⑭令和 6年 1月 16日  全国結婚支援セミナー（210分） WEB会議          参加約 200名 
⑮令和 6年 1月 24日  令和 5年度地域少子化対策全国連携セミナー(120分）WEB会議  参加約 200名 
⑯令和 6年 2月 14日  第 27回地方女性活性化研究会(150分)WEB会議         参加 13名 
⑰令和 6年 2月 23日  はじめての広報デザインセミナー～Canva編～(120分)      参加 20名 
⑱令和 6年 3月 11日  第 28回地方女性活性化研究会（120分） WEB会議       参加 13名 

 

○協力  企業及びボランティアの状況 

 東予 中予 南予 県外 計 

応 援 企 業 68社 99社 43社 3 社 213社 

協 賛 企 業 139 社 287社 93社 0社 519社 

ボランティア推進員 89人 96人 41人 0 人 226人 

愛結びサポーター 40人 43人 14 人 0 人  97人 

○センター会員登録者数詳細（仮会員数含む） 

16,678人 （うち 男性 8,521 人 女性 8,157 人）    

 全 体 うち 独身男性 うち 独身女性 うち応援者等 

総 数 16,678  8,521  8,157    

 

 

独 身 16,678  8,521 (51.1%) 8,157 (48.9%)   

地

域

別 

東予 5,213 (31.3%) 2,970 (34.9%) 2,243 (27.5%) 男性  

中予 8,078 (48.4%) 3,544 (41.6%) 4,534 (55.6%) 女性  

南予 2,083 (12.5%) 1,315 (15.4%) 768 (9.4%)   

県外 1,304 (7.8%) 692 (8.1%) 612 (7.5%)   

年

代

別 

20代 1,628 (9.7%) 844 (9.9%) 784 (9.6%)   

30代 5,548 (33.3%) 2,480 (29.1%) 3,068 (37.6%)   

40代 5,698 (34.2%) 2,778 (32.6%) 2,920 (35.8%)   

50代以上 3,804 (22.8%) 2,419 (28.4%) 1,385 (17.0%)   

（単位：人） 

○結婚支援イベント開催状況 

 東予 中予 南予 県外 計 参加人数 ｶｯﾌﾟﾙ数 成婚 

総 数 779回 1,946 回  255回 83 回 3,063 回 83,322人 13,183組 626組 
 

20 年度 8 回 29 回 0 回 4 回 41 回 1,302 人 172組 0 組 

21 年度 82 回 148 回 26 回 24 回 280 回 8,248 人 1,133 組 17 組 

22 年度 63 回 157 回 19 回 15 回 254 回 6,790 人 845組 78 組 

23 年度 51 回 130 回 18 回 9 回 208 回 5,972 人 829組 61 組 

24 年度 69 回 158 回 22 回 5 回 254 回 7,660 人 1,007 組 35 組 

25 年度 75 回 143 回 29 回 4 回 251 回 7,196 人 988組 50 組 

26 年度 68 回 147回 25 回 5 回 245回 7,350 人 979組 37 組 

27 年度 59 回 174回 21 回 2 回 256回 7,419 人 1,083 組 59 組 

28 年度 57 回 163回 15 回 6 回 241回 6,945 人 1,074 組 47 組 

29 年度 45 回 150回 22 回 4 回 221回 6,699 人 909組 60 組 

30 年度 46 回 145回 14 回 2 回 207回 5,773 人 1,289 組 53 組 

31 年度 46 回 133回 16 回 3 回 198回 5,330 人 1,030 組 46 組 

R2 年度 18 回 57 回 4 回 0 回 79 回 1,373 人 407組 32 組 

R3 年度 30 回 55 回 5 回 0 回 90 回 1,327 人 314組 15 組 

R4 年度 32 回 76 回 8 回 0 回 116回 1,886 人 532組 14 組 

 R5 年度 30 回 81 回 11 回 0 回 122回 2,052 人 592組 22 組 
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○愛結び会員登録数詳細   11,125人（うち退会者（成婚含む）9,792 人、現会員 1,333人）    

 全 体 うち 男性 うち 女性 

総 数 1,333   788 (59.1%) 545 (40.9%) 

地

域

別 

東予 464 (34.8%) 304 (38.6%) 160 (29.4%) 

中予 674 (50.6%) 344 (43.7%) 330 (60.6%) 

南予 129 (9.7%) 92 (11.7%) 37 (6.8%) 

県外 66 (5.0%) 48 (6.1%) 18 (3.3%) 

年

代

別 

20 代 117 (8.8%) 49 (6.2%) 68 (12.5%) 

30 代 546 (41.0%) 281 (35.7%) 265 (48.6%) 

40 代 437 (32.8%) 284 (36.0%) 153 (28.1%) 

50 代以上 233 (17.5%) 174 (22.1%) 59 (10.8%) 

（単位：人） 

○愛結び実施状況 

 登録 退会 会員 閲覧 引合 ｶｯﾌﾟﾙ数 成婚 

総 数 11,125人 9,792 人 1,333 人 79,513人 12,466 組 5,570 組 896組 

 

23 年度 1,508 人 25 人 1,483 人 3,592 人 534組 219組 3 組 

24 年度 1,132 人 148 人 2,467 人 8,116 人 1,234 組 552組 37 組 

25 年度 864人 227人 3,104 人 7,913 人 1,252 組 578組 53 組 

 26 年度 876人 1,349 人 2,631 人 7,998 人 1,258 組 585組 84 組 

 27 年度 887人 1,068 人 2,450 人 7,806 人 1,167 組 524組 116組 

 28 年度 876人 1,511 人 1,815 人 7,676 人 1,046 組 465組 112組 

 29 年度 791人 893人 1,713 人 6,725 人 897組 409組 75 組 

 30 年度 833人 877人 1,669 人 6,288 人 825組 402組 79 組 

 31 年度 750人 806人 1,613 人 6,541 人 960組 415組 77 組 

 R2 年度 708人 731人 1,590 人 6,162 人 856組 395組 64 組 

 R3 年度 661人 666人 1,585 人 13,659人 867組 384組 65 組 

 R4 年度 633人 764人 1,454 人 28,505人 876組 355組 71 組 

 R5 年度 606人 727人 1,333 人 24,884人 694組 287組 60 組 

○愛結び開設状況 

会  場 登録者 閲 覧 合 計 

常 

 

設 

松山 42 人 259人 301人 
西条 46 人 273人 319人 
新居浜 65 人 590人 655人 
大洲 18 人 73 人 91 人 
八幡浜 3 人 33 人 36 人 
宇和島 14 人 132人 146人 
愛南町御荘文化センター 1 人 12 人 13 人 
東温市中央公民館 5 人 77 人 82 人 
ジョイントテラスひめりん 169人 950人 1,119 人 
伊方町生涯学習センター 2 人 8 人 10 人 
ウェルピア伊予 5 人 43 人 48 人 
内子町図書情報館 0 人 5 人 5 人 
近永公民館 1 人 8 人 9 人 
久万高原町まちなか交流館 2 人 7 人 9 人 
今治市大西公民館 35 人 237人 272人 
四国中央市役所 市民交流課 16 人 70 人 86 人 
上島町 せとうち交流館、他 8 人 8 人 16 人 

合 計 432人 2,785 人 3,217 人 

○広告実施及びメディア報道等の状況表 

日時 媒体名 内容 

【紙媒体】     

R5.04.01 広報きほく 4 月号 No..220 愛結び会場開設 

R5.04.01 広報あいなん 4 月号 Vol..223 愛結び会場開設 

R5.04.01 法人うま第 69 号 四国中央市イベント告知 
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R5.05.01 ほうじん No.173 応援企業等登録証・認定証交付式 

R5.05.01 交渉きほく５月号 No.221 愛結び会場開設 

R5.05.01 広報いまばり５月号 愛結び会場開設 

R5.05.01 広報いまばり 5 月号 De 愛セミナー告知 

R5.06.01 広報きほく 6 月号 No.222 愛結び会場開設 

R5.06.01 広報久万高原 6 月号 愛結び登録会＆特設会場 

R5.06.01 広報今治 6 月号 しまなみの杜リゾートイベント告知 

R5.06.14 公明新聞 6.14 号 「AI が結婚へ“引合せ”」 

R5.06.27 読売新聞 6.27 号 「婚活のいま」 

R5.07.01 広報さいじょう 7 月号 LOVE SAIJO イベント VOL.14 告知 

R5.07.01 広報あいなん 7 月号 Vol.226 愛あい愛南告知 

R5.07.01 広報きほく 7 月号 Nol.223 愛結び会場開設 

R5.07.01 広報やわたはま 7 月号 イベント告知 

R5.07.01 広報まつやま 7.1 号 個別登録会告知 

R5.07.08 ここまち西条８月号 LOVESAIJO イベント VOL.14 告知 

R5.07.10 ここまち新居浜８月号 恋する今治 de 愛イベントドルフィンファーム告知 

R5.08.01 広報きほく 8 月号 No.224 愛結び会場開設 

R5.08.01 Wedge8 月号 「日本の少子化対策」 

R5.08.01 広報いよし 8 月号 愛結び告知 

R5.08.01 広報いまばり 8 月号 恋する今治 de 愛イベントドルフィンファーム告知 

R5.09.01 四国中央市広報誌 9 月号 和紙作り婚活告知 

R5.09.01 広報きほく 9 月号 No.225 愛結び会場開設 

R5.09.01 広報いまばり 9 月号 恋する今治 de 愛イベント 2023 オンライン告知 

R5.09.30 広報しらさぎ第 56 号 婚活応援 

R5.10.01 広報さいじょう 10 月号 LOVE SAIJO イベント VOL.15 告知 

R5.10.01 広報あいなん 10 月号 No.229 de 愛イベント開催報告 

R5.10.01 広報うちこ 10 月号 No.312 愛結び会場開設 

R5.10.01 広報きほく 10 月号 No.226 愛結び会場開設 

R5.10.01 広報おおず 10 月号 No.225 婚活応援事業補助金案内 

R5.10.14 MY TOWN R5.10.14 恋する今治 de 愛イベント 2023 オンライン告知 

R5.11.01 広報きほく 11 月号 No.227 愛結び会場開設 

R5.11.20 愛媛 Komachi12 月号 クリスマス婚活告知 

R5.12.01 広報きほく 12 月号 No.228 愛結び会場開設 

R5.12.15 読売新聞 12.15 号 「官製婚活行き過ぎ？」 

R6.01.01 広報きほく 1 月号 No.229 愛結び会場開設 

R6.01.01 広報やわたはま 1 月号 八幡浜 de 恋時間告知 

R6.01.01 広報いまばり 1 月号 上浦町活性化推進協議会イベント告知 

R6.02.01 西条市市報 2 月号 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 今治市市報 2 月号 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 広報きほく 2 月号 No.230 愛結び会場開設 

R6.02.01 広報うわじま 2 月号 No.223 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 広報おおず 2 月号 No.229 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 広報やわたはま 2 月号 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 広報いよし 2 月号 No.226 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 広報とうおん 2 月号 No.232 ボランティア推進員募集 

R6.02.01 広報まつやま 2.1 号 ボランティア推進員募集 

R6.02.04 京都新聞 2.4 号 「自治体で増える AI 婚活」 

R6.03.01 広報あいなん 3 月号 Vol.234 愛結び会員開設 

R6.03.01 広報きほく 3 月号 No.231 愛結び会場開設 

R6.03.08 南ドイツ新聞 AI ビッグデータについて 

   
【テレビ・ラジオ】   

R5.04.05 NHK ひめぽん「婚活における企業の関わり方」 

R5.05.24 名古屋テレビ アップ「自治体による婚活」 

R5.09.15 北海道テレビ 「イチオシ!!」 

R5.11.19 南海放送テレビ 県広報番組「愛媛の愛顔発信 ひめ推し」 

R5.11.26 南海放送テレビ 県広報番組「愛媛の愛顔発信 ひめ推し」再放送 

R5.11.30 南海放送テレビ 「１００万人の愛顔」 

R5.12.18 南海放送テレビ 「Day Day」自治体が行う婚活 
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R5.12.18 FM 愛媛 「Fine」えひめ結婚支援センター概要 

R5.12.21 テレビ愛媛 人口減少を考える～県が結婚支援 

R5.12.25 FM 愛媛 「Fine」成婚者インタビュー 

R6.01.20 FM 愛媛 「ひめキャン 愛媛の女子キャンプ」 

R6.02.17 南海放送テレビ 県広報番組「大好き！まつやま」 

   

【Ｗｅｂ】   

R5.07.10 AERAdot.7.10 官製婚活は価値観の押し付けか？ 

【有料広告】   

R5.04.01 ほっぷ！4 月号 南予事務所コーディネーター募集 

R5.04.21 知っとる？4.21 号 南予事務所コーディネーター募集 

R5.06.20 合同広告 Lead6/20 号 愛あい愛南告知 

R5.06.23 知っとる？6.23 号 愛あい愛南告知 

R5.07.21 あぴいる 7.21 号 恋する SADAMISAKI 告知 

R5.08.01 ほっぷ！8 月号 八幡浜小屋婚活告知 

R5.09.15 あぴいる 9.15 号 うわじま恋結び in 森のカフェ告知 

R5.09.16 知っとる？9.16 号 うわじま恋結び in 森のカフェ告知 

R5.10.06 あぴいる 10.6 号 内子 de 恋物語告知 

R5.12.01 ほっぷ！12 月号 八幡浜 de 恋時間告知 

R6.01.03 知っとる？1.3 号 うわじま恋結び告知 

R6.01.05 あぴいる 1.5 号 うわじま恋結び告知 

R6.02.01 ここまち西条 2 月号 西条事務所求人広告 

R6.02.01 ここまち新居浜 2 月号 西条事務所求人広告 

R6.03.08 リビングまつやま 3.8 号 えひめ結婚支援センターコーディネーター募集 

R6.03.29 愛媛新聞折込チラシ 宇和島職員募集 

 

（３）「えひめ結婚サポート強化推進事業」 

１．事業の目的・内容 

えひめ結婚支援センターにおける結婚サポート体制をより一層充実強化するため、県及び県内市
町と連携し、常設のブースに加え県内全域で独身男女を個別にお引合せする「愛結び」会場を引き
続き設置した。 

～愛結び・県、市町連携～ 

「愛結び八幡浜会場運営サポート業務」 
◇ 事業の内容（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり八幡浜会場の設置。 
◇ 事業活動報告 

会 場 登録者 閲  覧 合 計 
八幡浜市役所 1人  13人  14人  

八幡浜市文化会館ゆめみかん 2 人 15 人 17 人 

「愛結び愛南町会場運営サポート業務」 

◇ 事業の内容（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり愛南町会場の設置。 

◇ 事業活動報告 
会 場 登録者 閲  覧 合 計 

愛南町御荘文化センター 1人  12人  13人  

※閲覧 12人中 2人説明 

「愛結び伊方町会場運営サポート業務」 
◇ 事業の内容（令和 5年 4月 3日～令 64年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり伊方町会場の設置。 
◇ 事業活動報告 

会 場 登録者 閲  覧 合 計 
伊方町生涯学習センター 2人  7人  9人  

「東温市縁結びサポート事業業務」 
◇ 事業の内容（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり東温市会場の設置。 
◇ 事業活動報告 

会 場 登録者 閲  覧 合 計 

東温市中央公民館 5人  79人  84人  

※閲覧 79人中 2人説明 
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「愛結び内子町会場運営サポート業務」 

◇ 事業の内容（令和 5年 4月 25日～令 65年 3月 22日）愛結びを実施するに当たり内子町会場の設置。 

◇ 事業活動報告 
会 場 登 録 者 閲  覧 合 計 

内子町図書情報館 0人  5人  5人  

「伊予市「愛結び」サテライト業務」 

◇ 事業の内容（令和 5年 6月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり伊予市会場の設置。 

◇ 事業活動報告 
会 場 登録者 閲  覧 合 計 

ウェルピア伊予 5人  44人  49人  

※閲覧 12人中 5人説明 

「愛結び鬼北町会場運営サポート業務」 

◇ 事業の内容（令和 5年 4月 7日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり鬼北町会場の設置。 

◇ 事業活動報告 
会 場 登録者 閲  覧 合 計 

鬼北町近永公民館 1人  9人  10人  

※閲覧 9人中 1人説明 

「久万高原町愛結び運営支援事業委託業務」 

◇ 事業の内容（令和 5年 6月 1日～令和 6年 1月 31日）愛結びを実施するに当たり久万高原町会場設置。 

◇ 事業活動報告 
会 場 登録者 閲  覧 合 計 

久万高原町まちなか交流館 2人  12人  14人  

※閲覧 12人中 5人説明 
 
「今治市 家族を作ろうサポート事業」 

◇ 事業の内容（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり今治市会場の設置。 

◇ 事業活動報告 
会 場 登録者 閲  覧 合 計 

大西公民館 35人  237人  272人  

「四国中央市婚活推進業務」 
◇ 事業の内容（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり四国中央市会場の設置。 
◇ 事業活動報告 

会 場 登録者 閲  覧 合 計 

四国中央市役所 市民交流課 16人  70人  86人  

「上島町婚活推進業務」 
◇ 事業の内容（令和 5年 5月 1日～令和 6年 3月 31日）愛結びを実施するに当たり上島町各島内の設置。 
◇ 事業活動報告 

会 場 登録者 閲  覧 合 計 
せとうち交流館、岩城総合支

所、生名島立石港務所 
8人  8人  16人  

（４）えひめの「仕事と生活の両立支援促進事業」 

～両立応援企業サポート、認証制度取得・普及推進、働き方改革包括支援プラザ～  

 

１. 事業の目的 

生産年齢人口の減少に伴い人手不足への対応が課題となる中、業務効率の向上や人材の確保・定

着を図るため、働き方改革のワンストップ支援拠点「愛媛県働き方改革包括支援プラザ（愛称：

働ナビえひめ）（以下「プラザ」という。）を設置・運営し、県内企業における仕事と育児や介護

等の家庭生活が両立しやすい職場環境づくり（以下「両立支援」という。）や、所定外労働の削減、

年次有給休暇の取得促進等の取組みを促進した。 

 

２. 事業の内容 

（１）愛媛県働き方改革包括支援プラザの開設・運営 

プラザを次のとおり開設した。なお、設置場所はワンストップ支援体制を実現するため、
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愛媛労働局が開設の「愛媛働き方改革推進支援センター」（以下「センター」という。）と

同一場所とした。 

【プラザの概要】 

  ○開所場所：松山市大手町二丁目5番地7に所在する鉄筋コンクリート造陸屋根2階建の建物の

1階部分 

  ○開所日 ：開所時間：10：00～17：00（土日祝日、12月29日～1月3日を除く） 

（２）働き方改革に関する相談対応 

プラザに常設の相談窓口を設置すると共に、企業への個別訪問を行い相談内容は記録簿を

作成・整備した。 

    ※プラザによる相談受付件数は404件となる。 

内訳（来所:3件、電話:44件、メール:55件、個別訪問:216件、フォローアップ:86件） 

（３）プッシュ型働き方改革意識醸成出前講座 

    支援員(社会保険労務士)により、働き方改革に関する基礎的な知識の理解向上や働き方改

革の実行を促すことを目的にプッシュ型の出前講座を実施した。 

    ※支援員(社会保険労務士)による相談受付件数は933件となる。 

（４）新ひめボス認証制度への移行働き掛け 

    企業への個別訪問などの機会を利用して、プラザ(マネージャー)と支援員(社会保険労務

士)が両立支援の必要性や認証取得のメリットを説明し理解を求め、新規認証や更新手続き

等の実務的支援を行った。※新ひめボス認証への移行企業数は87社。 

（５）関係機関による個別相談会の実施 

愛媛労働局(働き方・休み方)、助成金センター(助成金)、ポリテクセンター(生産性)等の

働き方改革の関係機関に要請し個別相談会を計画した。 

※個別相談会相談件数:15件(相談会開催数は11回) 

（６）広報活動 

     県より受託している他の働き方関連事業(「えひめ女性活躍推進強化事業」「働く家族の介

護力強化事業」)とも連携し、当事業のＰＲチラシや県作成の冊子(働き方改革取組ガイド)

の配布なども行った。メールマガジンを活用し企業の働き方改革や両立支援に関する情報

提供なども行った。※メールマガジン「働ナビ通信」の配信回数は10回となる。 

 

３. 事業の成果 

（１）出前講座を除く総相談件数   ：419件 

（２）プッシュ型出前講座での相談件数：933件 

 

（５）「ＣＯ2削減等エコ活動事業」 

企業や事業所の経営者や従業員とその家族へ CO2 削減対策や節電対策意識を普及させるこ

とにより、企業の社会的責任に対する経営者の意識改革と従業員とその家族の環境意識の啓発、

普及、持続可能な地域環境づくりへの参加意識の育成を推進することを目的に、上部団体であ

る全法連が全国的に展開する節電プロジェクト（「夏のいちごプロジェクト」､「冬のいちご

プロジェクト」）のホームページ等により情報発信を行った。 

 

（６）「イクメン推進事業」 

男性（イクメンを含むすべての男性）の育児・家事への積極的参加のための男性及び企業の

意識改革、労働環境整備について、上記の結婚支援センター事業（(2)（3））及び「仕事と生

活の両立支援促進事業」(4）において、両立支援の観点から併せて推進、啓発を行った。 
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４．公益財団法人全国法人会総連合が法人会を対象に行う助成事業に関し、 

円滑な運営のために県内各法人会を支援する事業 

本事業は、本会の事業目的である「全国組織である全法連及び県内各地で活動する法人

会と連携し、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、も

って適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、

地域企業と地域社会の健全な発展に貢献する」ため、全法連が県内各法人会を対象に行っ

ている助成事業（非応募型）の円滑な運営を支援。このため、本会は全法連から事務委託

を受け、助成事業が適正かつ円滑な運営が行われるよう、県内法人会が行う助成金申請・

実績報告の取りまとめ等、指導・研修・調整等を年間とおして行った。 

○助成事業（公益）の指導､相談対応（随時）    令和 5 年 4 月~令和 6 年 3 月 

○助成事業（公益）令和 4 年度実績報告作成指導､調整､取りまとめ（随時） 

令和 5 年 4 月~令和 5 年 5 月 

○助成事業（公益）令和 6 年度申請書作成指導､調整､取りまとめ（随時）  

令和 5 年 12 月~令和 6 年 2 月 

○令和５年度全法連助成金 勉強会 ～全法連「助成金申請・報告」について～ 

＊開催日 令和 5 年 12 月 25 日  会場 リジェール松山   出席者数 25名 

内 容 助成金スケジュール、令和 4 年度全法連助成金実績報告の内部検査報告実地

調査結果説明、令和 6 年度助成金申請の提出についての留意点と操作等の説明 

【
継
４
】 
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５．法人会の充実発展並びに法人会会員の健全な発展及び福利厚生の向上に 

資することを目的とする事業の推進  
法人会並びに県内法人会の会員企業の健全な発展に資することを目的とした事業、

法人会会員増強事業、福利厚生制度を支援するための保険事業並びに企業保全を目的

とした制度普及を積極的に実施した。 

（１）会員増強 

会員増強については、全国的な会員数の大幅な減少傾向が続いている。 

  令和５年度は、引き続き地元金融機関の強力な支援があり、多くの新規入会者を獲

得しつつ、退会慰留策を講じた。 

県下各単位会会員数調べ (令和 5年 12 月末日現在) 

単位会名 所管法人数 
法人 

会員数 
加入率％ 

個人 

会員数 
総会員数 

法人会員数 

前年度比較 

総会員数 

前年度比較 

松 山 12,910 6,110 47.3% 903 7,013 △73 △ 32 

今 治 3,684 1,497 40.6% 71 1,568 3 7 

伊予西条 1,900 915 48.2% 71 986 4 2 

新 居 浜 2,020 1,445 71.5% 121 1,566 1 △ 10 

宇 摩 1,924 1,089 56.6% 108 1,197 3 △ 1 

大洲喜多 1,079 631 58.5% 50 681 5 0 

八 幡 浜 1,394 748 53.7% 56 804 △15 △ 3 

宇 和 島 1,971 1,017 51.6% 177 1,194 6 19 

合  計 26,882 13,452 50.0% 1,557 15,009 △66 △ 18 

（２）単位会の組織率向上に対する表彰 

高加入率を長期間維持している県連に対する表彰として県連が該当した。 

単位会では「会員増強表彰基準」において、「その年度において顕著な成果を上げ

た単位会に対する表彰」として、対前年比２０社以上の純増をした「最優秀賞」に

新居浜法人会、対前年比 5 社以上の純増をした「優秀賞」に伊予西条法人会と、大

洲喜多法人会、宇和島法人会が該当した。また、「純増を長期間維持している単位会

に対する表彰」として、「対前年１社以上の純増を３年間維持して継続」に新居浜法

人会と大洲喜多法人会が該当した。 

（３）融資制度の普及推進 

  地域経済の発展と、会員事業所のメリット・会員増強に資することを目的に、税 

理士会・金融機関と提携して会員事業所や税理士関与事業所向けの融資制度につい

て積極的な広報を図った概要は次の通り。 

○ 法人会・税理士会 ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾛｰﾝ 

地元全金融機関の協力を得て、優遇された融資制度を紹介することにより、県

下中小企業の資金調達の円滑化を図り、更なる事業発展を支援することを目的と

して推進した結果、１，８９２社となっている。 

（４）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ特別割引制度の推進 

 県下事業所の e-Tax の推進や事務省力化とランニングコスト軽減を目的に、税理

士会県連と連携し県下全金融機関の協力を得て、「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ特別割引制度」

を平成１８年１２月に創設し、推進した結果４，３３４件となっている。 

（５）Big Advance 特別割引制度の推進 

 愛媛県下の事業所の課題解決及びおよびデジタル化のサポートを目的として、県下 

<

そ
の
他
の
主
要
な
事
業>
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の金融機関の協力を得て、「Big Advance 特別割引制度」を令和２年８月から創設し 

推進している。 

（６）キャッシュレス納付推進四者協議会の開催 

 愛媛県下の事業所の業務効率化と DX 化を目的として、税務署、税理士会、県内金 

融機関、法人会が連携した四者協議会を開催し、推進策を協議し、支援体制を整えた。 

第３回キャッシュレス納付推進四者協議会 

 開催日 令和 5年 6月 1日 

 会 場 ホテルマイステイズ松山    出席者数 25 名(オンライン出席 3 名) 

第４回キャッシュレス納付推進四者協議会 

 開催日 令和 5年 9月 13日 

 会 場 ホテルマイステイズ松山     出席者数 26 名(オンライン出席 5 名) 

（７）法人会会員の福利厚生制度の向上に資する事業の推進 

 福利厚生制度については、会員企業の危機管理、事業承継対策、企業防衛のた
め、各単位会においてご紹介運動を展開し推進に取り組んでいる。 

● 各単位会別大型保障制度 新規企業加入推進状況表 

単位会名 目標数 達成数 達成率（％） 

松 山 30 24 80.0％ 

今 治 6 5 83.3％ 

伊予西条 5 2 40.0％ 

新 居 浜 6 2 33.3％ 

宇 摩 4 0 0.0％ 

大洲喜多 5 2 40.0％ 

八 幡 浜 5 4 80.0％ 

宇 和 島 5 7 140.0％ 

計 66 46 69.7％ 

●各単位会別大型保障制度加入率状況  ※会員数は令和４年１２月末現在                      

単位会名 法人会会員数 加入企業数 加入率 純増加企業数 

松 山 6,183 741 11.9％ △23 

今 治 1,494 309 20.6％ △6 

伊予西条 911 106 11.6％ △8 

新 居 浜 1,444 147 10.1％ △3 

宇 摩 1,086 119 10.9％ △4 

大洲喜多 626 129 20.6％ △1 

八 幡 浜 763 92 12.0％ △2 

宇 和 島 1,011 155 15.3％ ＋3 

計 13,518 1,798 13.3％ △44 

 ●各単位会別大型保障制度役員企業加入率状況 ※役員企業数は加入可能役員企業数    

単位会名 役員企業数 加入企業数 加入率 

松 山 50 36 72.0% 

今 治 62 47 75.8% 

伊予西条 35 19 54.3% 

新 居 浜 57 35 61.4% 

宇 摩 55 25 45.5% 

大洲喜多 48 36 75.0% 

八 幡 浜 34 26 76.5% 

宇 和 島 43 26 60.5% 

計 384 250 65.1% 
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●ビジネスガード（AIG分） 

単位会名 新規法人目標数 新規法人達成数 達成率 加入法人数 加入率 

松 山 133 85 63.9％ 1,380 22.6％ 

今 治 27 18 66.7％ 211 14.1％ 

伊予西条 16 9 56.3％ 138 15.1％ 

新 居 浜 29 12 41.4％ 192 13.3％ 

宇 摩 11 10 90.9％ 163 15.0％ 

大洲喜多 8 5 62.5％ 76 12.0％ 

八 幡 浜 8 2 25.0％ 45 6.0％ 

宇 和 島 14 6 42.9％ 101 9.3％ 

計 246 147 59.8％ 2,306 17.1％ 

●がん保険制度（ｱﾌﾗｯｸ分） 

単位会名 加入法人数 加入率 

松 山 990 
 
 

16.2％ 

今 治 196 
 
 

13.2％ 

伊予西条 72 8.1％ 

新 居 浜 142 10.3％ 

宇 摩 216 20.3％ 

大洲喜多 83 13.2％ 

八 幡 浜 74 9.9％ 

宇 和 島 146 14.6％ 

計 1,919 14.4％ 

 

 

（８）総 活 躍 事 業 

「働く家族の介護力強化事業」（愛媛県委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4月 1 日～令和 6年 3月 31 日） 
   少子高齢化が進展するなか、介護を社会全体で支えていくためには、現役で働く家族も家

庭や地域の一員として介護に関する理解や意識改革が不可欠である。介護離職が社会問題化

するなど、「介護への備え」がますます重要となっていることから、現役世代を対象とした

「介護力強化セミナー」の開催等により、突然介護に直面した場合にも役立つ介護保険制度

や介護サービス、相談機関等の具体的情報について周知を強化し、介護の理解促進により、

介護離職の防止と介護不安の軽減を図るとともに、将来の地域の貴重な人材（即戦力）とし

て介護や生活支援の担い手を養成することにより、介護人材のすそ野の拡大を図る。 

   また、忙しく働く従業員等がセミナーへの参加等により介護力を強化するためには、その

必要性について使用者側の理解と協力が必要であることから、経営者・人事管理者向けセミ

ナーの開催等により、普及啓発の円滑な推進を図る。 

   併せて、働く家族や経営者、専門家等による協議の場を形成し、業種や企業の垣根を越え

て、介護に関する情報や課題を共有できるネットワークを構築し、働きながら介護に取り組

む家族に対する相談・支援体制の充実を図る。 

２．事業活動報告 

（１）働く家族の介護力強化セミナー等の開催 

① 働く家族の「介護力強化セミナー」 

介護に関する理解を深め、家族等の介護が必要となっても、様々な介護サービス等を活用

して、働き続けることが可能であること、介護離職の防止や介護不安の軽減がもたらす経

営上のメリットを学んでいただいた。 
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令和５年度 介護力強化セミナーの実施状況 

テーマ 開催日 開催場所 参加人数 

仕事と介護の両立のための 
制度の活用等について 

令和 5年 7月 20日（木） だんだんＰＡＲＫ 
/オンラインセミナー 

37 名 
内オンライン 17 名 

 令和 5年 7月 24日（月） 愛媛県歴史文化博物館 7 名 

 令和 5年 7月 26日（水） 新居浜市総合福祉センター 15 名 

家族介護者のメンタルヘルス 令和 5年 9月 6日（水） 人間環境大学松山道後キャンパス
/オンラインセミナー 

33 名 
内オンライン 23 名 

介護者の心構えと介護サー 
ビスの活用について 

令和 5年 11月 21日（火） 今治地域地場産業振興センター 8 名 

 令和 5年 11月 28日（火） 
パフィオうわじま 

/オンラインセミナー 

26 名 
内オンライン 20 名 

 令和 5年 12月 6日（水） だんだんＰＡＲＫ 21 名 

目指すべき介護について 令和 6年 1月 30日（火） 大洲市総合福祉センター 28 名 

 令和 6年 2月 7日（水） しこちゅ～ホール 11 名 

 令和 6年 2月 14日（水） 
愛媛ＣＡＴＶオープンスクエア 

/オンラインセミナー 

69 名 
内オンライン 43 名 

② 働く家族の「介護力強化シンポジウム」 
国が定めた介護の日（11月 11 日）に合わせて、現役世代の「介護への備え」をテーマに

した講演会を開催し、参加者のすそ野を広げた。また、忙しく働く大多数の現役世代は、

介護に不安を感じていても、介護に備えるための具体的行動になかなか結びつけられない

現状にあることから、有識者によるパネルディスカッションを併せて開催し、介護への理

解を深める第一歩を後押しした。 

さらに、「介護」をテーマに募集した川柳の選考結果の発表及びパネル展を開催し、現在

介護に取り組む多くの介護者が他者の川柳に触れることで、「共感」「納得」「反省」等

のきっかけとなり、仕事と介護の両立に悩む介護者への知恵付けと孤立化の防止を図った。

また、県内企業で優秀作品を従業員の目に入る場所に掲示することで、従業員の介護への

興味や理解を促し、仕事と介護の両立ができる職場づくりの推進を図った。 

令和５年度 介護力強化シンポジウムの実施状況 

開催日 開催場所 内容 参加人数 

令和 5年 11月 10日（金） 松山市民会館 
中ホール 

講演 「十八歳からの十年介護」 
町 亞聖 氏（フリーアナウンサー） 

パネルディスカッション 
「仕事と介護の両立を目指して」 

ロビー展 

133 名 

③ 既刊の介護情報誌「介護への備え」の電子書籍サイトへの掲載と閲覧促進 
県下の官公庁広報誌(紙)の電子書籍サイトである Ehime ebooks 内にガイドブック「介護

への備え」の特設サイトを設け閲覧頻度の向上を図った。 

④ 介護川柳公募による「頑張らない介護」の啓発  
介護者の機微や生活シーンを 17 音に表し、自らと同様に両立に取り組む多くの介護者に

公開し、共感・納得・反省等の機会として提供した。公募期間は令和 5 年 7 月 15 日～8 月

31 日、応募者数 729名、応募句数 1,546句となった。 

（２）働く家族・経営者・専門家等によるネットワークの構築 

① 協議会の開催 

② 介護に関する専門家の派遣 
開催希望のあった事業所に対し介護の専門家を派遣し出前セミナーを開催した。  

(開催数 11回  参加者合計 383名) 

会 場 開催日時 場 所 出席者 

松 山 令和 5年 10月 6日（金）14:00～16:00  愛媛県生活文化センター 14名 

松 山 令和 6年 2月 19日（月） 14:00～16:00  愛媛県総合社会福祉会館 14名 
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③ 介護の情報提供（ガイドブック「介護への備え」の作成） 
老親等の介護に今後直面するであろう働く現役世代を念頭に、「介護を知る」「介護を考

える」「家族間で相談する」「職場での報告・相談をする」等を理解してもらうことを強く

意識した構成の初心者向けガイドブック 10,500 部を作成した。 

 

「就職幸福都市まつやま発信部会事業」（松山市中小企業振興円卓会議 専門部会事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4月 1 日～令和 6年 3月 31 日） 

年々深刻化している人手不足の状況の中で、就職を機とした市外流出を食い止め、

人材を確保し、維持するためには、更なる働き方改革と積極的で効果的な求人プロモ

ーションが求められている。 

特に中小零細企業は、このような雇用情勢の中で新卒採用を自ら消極的に断念して

いたり、デジタルツールを利用した求人活動に悩みを抱えている傾向があることから、

大学側に企業を知っていただく機会の創出と効果的な求人プロモーションの手法や学

生の感覚等を掴む機会を創出した。 

２．事業活動報告 

えひめ男女共同参画推進大学等連絡協議会等と協働し、学生の職業観を掴みながら、

ある一定の基準を満たした「働きやすい職場づくり」を進めるワークライフバランス

推進企業のみが登録できる「働きやすい職場づくり推進優良企業Ｂａｎｋ」を創設し

た。Ｂａｎｋでは、「キャリア教育で先輩社員を呼びたい」「松山の企業情報をまとめ

たいので企業情報が欲しい」「授業の中で会社訪問したい」といった大学側からの要請

に応えられる体制を築いた。 

「働きやすい職場づくり推進優良企業Ｂａｎｋ」登録企業数 ５５社 

昨年度、事業を展開する中で、「求人活動に学生や専門家の意見を取り入れたい」と

いう意見を多く頂いたことから、大学生や専門家（中小企業診断士、社労士）、大学生

の就職サポートをする専門家がチームを組み、各企業で取り組まれている求人活動を

ブラッシュアップ支援する事業を展開した。「働きやすい職場づくり推進優良企業Ｂａ

ｎｋ」登録企業の中から支援希望のあった４事業所へ２～３回訪問し、各企業が抱え

ている求人に関する悩みなどをヒアリングし、ブラッシュアップを行った。 

 

〇事業所 A（建設業）8/17、9/15、12/13  

支援内容：学生に響く求人票の作成、Instagramからの発信、新卒採用の見直し等                                                  

〇事業所 B（サービス業） 8/17、9/13、11/27  

支援内容：学生の意見を取り入れた新入社員や上司とのコミュニケーション等 

〇事業省 C（卸売業） 8/18、10/3、12/6  

支援内容：学生から見た自社の求人方法、若年求職者へのアプローチ方法、HP や

Instagramでの求人等 

〇事業所 D（広告業）10/17、1/9      

      支援内容：求人方法の見せ方、転職人材の教育や定着、階層別研修等 

派遣先 開催日 講師 受講者数 

ヤマキ産業株式会社 令和 5年 7月 3日(月) 矢川ひとみ 85名 

株式会社イナミコーポレーション 令和 5年 7月 13日(木) 矢川ひとみ 9名 

東レ株式会社（1回目） 令和 5年 9月 7日(木) 矢川ひとみ 22名 

株式会社藤田製作所 令和 5年 9月 29日(金) 矢川ひとみ 48名 

東レ株式会社（2回目） 令和 5年 10月 17日(火) 金田由美子 23名 

愛媛県職員(南予) 令和 5年 11月 21日(火) 金田由美子・住田和美 18名 

愛媛県職員(東予) 令和 5年 12月 4日(月) 金田由美子・住田和美 10名 

株式会社伊予銀行 令和 5年 12月 9日(土) 矢川ひとみ 25名 

愛媛県職員(中予) 令和 5年 12月 15日(金) 金田由美子・住田和美 61名 

ビーウィズ株式会社 令和 5年 12月 19日(火) 矢川ひとみ 22名 

株式会社キクノ 令和 6年 2月 28日(水) 脇本美緒 60名 
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「中小企業･小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」（労働局委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4月 1 日～令和 6年 3月 31 日） 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が順次施行されている
中、我が国における雇用の 7 割を占める中小企業・小規模事業者等においても、働き方
改革を着実に実施し、多様で柔軟な働き方を選択できる、魅力ある職場づくりを行うこ
とが重要である。 

特に中小企業・小規模事業者等が抱える、①時間外労働の削減に向けた生産性向上支
援、②正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消を目指す同一労働
同一賃金の実現、③生産性向上による賃金引上げ、④人材不足の解消に向けた人材確保・
定着化を目的とした雇用管理改善などの課題解決に対応するため、「愛媛働き方改革推
進支援センター」を設置し、関係機関と連携を図りつつ、労務管理等の専門家による電
話・メール・来所相談、商工団体等へのセミナーの開催実施、専門家による事業所への
個別訪問支援の実施、および各地域の商工会議所や関係団体等の相談窓口に専門家を派
遣のうえ、きめ細やかな相談支援を行うことにより、働き方改革の取組みを支援する。 

２．事業活動報告 

（１）２０２３年度相談件数（令和５年度） 

相談件数総計 窓口相談件数 出張訪問相談件数 

１,２９５ ６７７ ６１８ 

（２）出張訪問相談内容件数 

同一労働同一賃金 労働時間・年休 人材不足対策 助成金 就業規則 

５５ ２２４ ２０１ ２１３ ７８ 

賃金関係 ハラスメント 育児・介護 職務分析・職務評価 その他 

１１２ ５１ ３７ １４ １３８ 

（３）出張訪問相談支援 支援申込契機 

支援申込件数 センター 法人会 行政機関 商工団体等 その他 

６１６ ２０１ ２６ ３４ ８５ ２７０ 

（４）セミナーの実施 

セミナー開催 受講者 平均受講者数 

４２回   ５０７ １２ 

（５）出張相談会開催 （専門家派遣） 

合 計 商工会議所 業種別団体 センター主催県内 7 会場 労働基準監督署等 

４９ ３２ ５ ７ ５ 

 

（６）出張相談会 相談件数 

出張相談件数 商工会議所 
業種別

団体 
センター主催県内 7 会場 労働基準監督署等 

４１ １５ ７ １５ ４ 

 

―女性の活躍推進事業― 

「ひめボス推進事業」（愛媛県委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日） 

愛媛県が、女性活躍及び仕事と家庭生活等の両立に取り組む事業所を認証し、その取
り組みを強力に後押しすることにより、県内に誰からも選ばれる魅力的な事業所を増加
させ、すべての労働者にとって子どもを産み育てやすい環境づくりを促進することを目
的とする。 
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２．事業活動報告 

①ひめボス推進事業 

  専属のひめボス宣言事業所推進アドバイザーを設置し、新しい認証制度であるひめボ
ス宣言事業所の新規拡大を行った。 

  ・ひめボス宣言事業所（基本認証）認証件数       ２１４事業所  
  ・事業所訪問実施数                  ４７１事業所  

  ・新規訪問数                      ５２事業所 
                       訪問数合計 ５２３事業所 

                             ※令和 6 年 3 月 15 日現在 

（KPI：ひめボス宣言所 170事業所（旧制度からのみなし宣言事業所除く）） 

 

②ひめボスメンター制度推進事業 

大企業で効果をあげているメンター制度を中小事業所等でも実施するため、組織や職
種の枠を超えたオリジナルの制度を構築することで、メンター・メンティ双方のモチ
ベーションアップやライフプラン、キャリアプランへの気づきや学びなど人材育成に
つなげるとともに、女性の登用を推進し女性が活躍できる環境整備を促進した。 
 
  ・本年度メンターマッチング数   ２０組 
（KPI：メンターマッチング数 ２０組） 
 
メンターとメンティーはすべて 3回/年以上面接を実施し、以下のスケジュールでメン
ター育成のための研修会や、参加者同士の交流会や発表会を実施した。 
 

 開催日 場所 参加数 備考 

メンター 

勉強会 
R5.5.26 愛媛県男女共同参画センター 33 名   

キックオフ 

交流会 
R5.7.4 オンライン 60 名   

全体交流 

発表会 
R6.2.2 

愛媛県男女共同参画 

センター 
64 名 

ニッセイ基礎研究所 

天野馨南子氏記念講

演実施 

 

（９）市町等の婚活応援事業 

「笑顔ｄｅ婚活 まつやま巡り愛プロジェクト」（松山市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 5 月 19日～令和 6年 3月 31 日） 

少子化が進展する中、その主な要因とされる未婚化・晩婚化に対応するため、松山市が第６ 

次松山市総合計画の主な取り組みに掲げた「出会いの場の創出」を具現化する方策として、「笑

顔ｄｅ婚活 まつやま巡り愛プロジェクト事業」を実施することにより、独身男女がパートナー

と巡り合う機会を提供する。 

２．事業活動報告 

①地元企業などが参画する婚活イベント事業 

市内の独身者を対象に、地元企業などが参画する地域単位の婚活イベントを実施することで、

参加者同士の交流と地域の活性化を図った。 

開催日 名称 開催場所 参加者 

R5.9.2 笑顔のめぐり愛 vol.30 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ 男 9・女 10・5組成立 

R5.11.26 笑顔のめぐり愛 vol.31 道後一会他 男 10・女 10・5 組成立 

②セミナー付イベント事業 
うまく婚活できない独身者を対象に、恋愛入門セミナー（コミュニケーション、ヘア・メイク、
テーブルマナーなど）を実施し、婚活のステップアップを促進しながら、カップリングに繋げ
た。 
開催日 名称 開催場所 参加者 

R5.11.11 オーダーメイド婚活 桜かふぇ 男 10・女 9・3組成立 
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③コミュニケーション重視の婚活イベント事業 

詳細なプロフィールを基に、年齢層を 2つに分け、少人数でのコミュニケーションを重視した

イベントを開催した。 

開催日 名称 開催場所 参加者 

R6.1.27 笑顔のめぐり愛 恋みあい ﾗﾝﾁ付 愛媛県美術館他 男 8・女 8・5組成立 

R6.1.27 笑顔のめぐり愛 恋みあい ﾃﾞｻﾞｰﾄ付 愛媛県美術館他 男 8・女 8・2組成立 

④キューピット（松山市認定ボランティア）の募集・養成 

笑顔ｄｅ婚活 まつやま巡り愛プロジェクト事業を実施するにあたって、イベントのカップ

ル率を向上させるとともに、交際への移行をスムーズにするため、支援してくださるボラン

ティア「まつやま笑顔の巡り愛キューピット」を募集・養成した。 

開催日 名称 開催場所 参加者 

R6.2.12 
R6.2.16 
R6.2.24 

ボランティア推進員募集個別説明会及び

個人情報保護研修会 
Joint Terrace ひめ ring 新規登録者 6名 

R6.2.29 
えひめ結婚支援センターボランティア推
進員等認定証交付式 

愛媛県美術館講堂・研修室 更新者 24名 

「松山圏域３市３町による婚活支援事業」（松山市委託事業） 

 １．事業の目的（令和 5年 5月 19日～令和 6年 3月 31 日） 

少子化が進展する中、その主な要因とされる未婚化・晩婚化に対応するため、松山市・伊

予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町が連携し、各種の婚活支援を実施することで、

松山圏域の独身男女に、幅広い出会いの機会と、よきパートナーとの出会いを提供する。 

２．事業活動報告 

①独身者の親を対象としたお見合い事業 

結婚を希望する独身者の親が子のプロフィールシートを提出し、親同士がそのシートを元に

交流を行い、子ども(独身者)の出会いの機会を創出した。 
開催日 名称 開催場所 参加者 

R5.8.11 親による婚活 vol.15 ホテルマイステイズ松山 参加者 19人 (10組対 9組) 

R5.12.9 親による婚活 vol.16 ホテルマイステイズ松山 参加者 20人 (10組対 10組) 

②３市３町の独身者を対象に、市町の特色を生かしたワークショップや PR 等を取り入れた婚

活イベントをそれぞれの市町が実施することで、独身者の幅広い出会いと交流を図った。 
開催日 名称 開催場所 参加者 

R5.8.26 3市 3町めぐり愛ｲﾍﾞﾝﾄ with伊予 IYO夢みらい館 男 9・女 9・3組成立 

R5.9.23 3市 3町めぐり愛ｲﾍﾞﾝﾄ with久万高原 ﾉｼﾞﾘｶﾌｪ 男 8・女 8・4組成立 

R5.10.21 3市 3町めぐり愛ｲﾍﾞﾝﾄ with東温 ｱﾄﾘｴ NEST 男 10・女 10・4組成立 

R5.12.16 3市 3町めぐり愛ｲﾍﾞﾝﾄ with砥部 炎の里他 男 10・女 9・4組成立 

R6.2.17 3市 3町めぐり愛ｲﾍﾞﾝﾄ with松前 ﾄﾝﾃﾞﾐ愛媛他 男 10・女 10・5組成立 

R6.3.2 3市 3町めぐり愛ｲﾍﾞﾝﾄ with松山 愛媛ﾌｯﾄｻﾙﾊﾟｰｸ他 男 10・女 10・3組成立 

「里島出会い創出業務」（松山市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 5 月 8 日～令和 6年 3月 11日） 

松山市が、島しょ部の持続的な発展と活性化を目的として策定した「愛ランド里島構想」

の重点プロジェクトの一つに掲げた「定住の促進」を具現化する方策として、島しょ部の独

身者に出会いの機会を提供することで、島しょ部の活性化を図る。 

２．事業活動報告 

①島しょ部男性にヒアリング、意見交換、フォロー等を行った。 

開催日 内容 参加人数 

R5.5.15 R5.9.18 
R6.2.1～2.29 

愛ランド里島 CONツアー 島しょ部男性の調査及びヒアリング 男性 10名、女性 10名 

②島内の独身男性と島外の独身女性との出会いの場を創出する「出会いイベント」を実施

した。 
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開催日 内容 参加人数 

R5.9.30～10.1 愛ランド里島 CONツアー ～柑橘アロマ&レモン狩り編～  女性 10名、男 10名  7組成立 

R5.10.28～29 愛ランド里島 CONツアー ～べにふうき&みかんキャンドル編～  女性 10名、男性 10名 7組成立 

「まつやま婚ツアー運営事業 業務」（松山市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4 月 28日～令和 6年 3月 31 日） 

「第２期松山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられている基本目標「松山への定着と

新しいひとの流れをつくる」に対応し、都市部在住者と松山市在住者の出会いの機会を創出し、松

山への移住を促進する。 

２．事業活動報告 

都市部在住者と松山市在住者の出会いの場となるツアーを開催した。 

開催日 内容 参加人数 

R5.11.18～19 くるり！ゆるり！ときめき CONツアー 男性 10名、女性 8名  4組成立 

R6.1.20～21 ベリーベリーまっち CONツアー 男性 8名、女性 8名   4組成立 

「新居浜市縁結びサポート業務」（新居浜市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31日） 

少子化の主たる要因である未婚化・晩婚化に対応するため、結婚を望む未婚の男女へ出会
いの機会を提供することにより、結婚を支援する。 

２．事業活動報告 

➀「愛結び」 

会 場 登 録 者 閲  覧 合 計 

新居浜市立女性総合センター 65人 590人 655人  

②異業種（企業）間交流イベント事業 

開催日時 内容 開催場所 参加人数 

R5.5.27 はま恋 de愛イベント Vol.32 エヒメ乗馬クラブ 男性 9女性 9成立 3組 

R5.8.6 はま恋 de愛イベント Vol.33 リアントゥール 男性 20女性 17成立 7 

R5.11.12 ちょこっと山歩き！はま恋 34 銅山峰 男性 6女性 6成立 3 

R5.12.3 はま恋 de愛イベント Vol.35 リーガロイヤルホテル新居浜 男性 20女性 19成立 9組 

③相談会【オンライン orリアル】 

開催日時 内容 開催場所 参加人数(応募者) 

R5.5.24 

はま恋 de相談会 in新居浜 

～センタースタッフが婚活、交際の

悩みにお応えします！～ 

新居浜市縁結びサポートセンタ

ー 
男性 0（1）女性 0（2） 

R5.6.17 〃 〃 男性 2（4）女性 1（2） 

R5.7.29 

はま恋de相談会＆プロフィール写真

撮影会～プロフィール写真撮影会も

同時開催～ 

新居浜市縁結びサポートセンタ

ー（または Zoom） 
男性 2(6) 女性 1(2) 

R5.8.30 〃 〃 男性 3(6) 女性 2(2) 

R5.9.30 〃 〃 男性 3(2) 女性 3(2) 

「西条市婚活イベント等委託業務」（西条市委託事業）  
１．事業の目的（令和 5年 5 月 1 日～令和 6年 3月 31日） 

未婚男女の結婚に向けた意識啓発と出会いの場の創出を行うことで、西条市における婚姻
数の増加を図り、将来の少子化対策と市内定住化の促進に資することを目的に実施する。 

２．事業活動報告 

①婚活イベント事業 

開催日 内容 開催場所 参加人数 

R5.8.20 LOVE SAIJO プレミアムイベント Vol.14 SAIJO BASE 男性 15女性 14成立 9組 

R5.11.26 LOVE SAIJO プレミアムイベント Vol.15 ITOMACHIHOTEL0 男性 8女性 8成立 3組 

 

②応援企業支援事業 

開催日 内容 開催場所 参加人数 
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R5.5.21 intheLifede 愛イベント Vol. 2 SAIJO BASE 男性 9女性 7成立 4組 

R5.7.23 照葉書道教室 de 愛イベント Vol.1 SAIJO BASE 男性 4女性 4成立 2組 

R5.9.23 (一社) 西条青年会議所 Vol.4 どうぶつ婚活 いちくらの森 男性 10女性 10成立 3組 

R5.12.17 クロスポイントカフェ de スイーツ婚活 Vol.4 ｸﾛｽﾎﾟｲﾝﾄ 男性 6女性 5成立 3組 

R6.1.14 アーリー西条 de 愛イベント Vol.36 ｱｰﾘｰﾌﾞﾙｰﾒﾙ西条店 男性 10女性 10成立 2組 

「四国中央市婚活推進業務」（四国中央市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31日） 

少子化の要因となっている晩婚化・非婚化傾向の改善に向けて、結婚を考えながらも出会
いの機会が少ない独身男女に出会いの場を提供するなど、婚活者の支援等を図る。 

２．事業活動報告 

 結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女の交流を促進するために、若者の交
流・出会いの機会を創出する。 
①婚活イベント事業 

開催日 内容 開催場所 参加人数 

R5.6.11 魚釣り婚活 de愛イベント Vol.21 金子岸壁 男性 4女性 3成立 3組 

R5.10.1 手漉き和紙婚活 de愛イベント Vol.22 多羅富來和紙 男性 8女性 7成立 1組 

①「愛結び」 

会 場 登 録 者 閲  覧 合 計 

四国中央市市民交流棟  16人 70人 86人 

 
「今治市家族をつくろうサポート事業」（今治市市委託事業） 
１．事業の目的（令和 5年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31日） 

結婚を希望しながらも相手にめぐり逢っていない独身男女に、結婚のきっかけとなる出会

いの場を提供することにより、少子化の要因となる未婚化・晩婚化に対する取り組みを行い、

社会全体で結婚を応援する気運を醸成することを目的とする。 

２．事業活動報告 

①「愛結び」 

会 場 登 録 者 閲  覧 合 計 

大西公民館  35人 237人 272人 

 

②婚活イベント事業 

開催日 内容 開催場所 カップル数 

R5.6.4 恋する今治セミナー2023 はーばりー 男性 16 女性 7 マッチング無 

R5.7.17 恋する今治 de愛イベント 2023  しまなみの杜リゾート 男性 18 女性 18 成立 8 組 

R5.9.16 恋する今治 de愛イベント 2023  ドルフィンファームしまなみ 男性 15 女性 14 成立 6 組 

R5.10.29 恋する今治 de愛イベント 2023  オンライン Zoom 男性 15 女性 6 成立 1 組 

R5.12.9 恋する今治 de愛イベント 2023 里山スタジアム 男性 14 女性 14 成立 8 組 

「伊方町婚活イベント委託業務」（伊方町委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 6 月 21日～令和 5年 12月 28 日） 

 結婚を望む独身者に出会いの場の創出を行うとともに、伊方町の特色や観光ＰＲを組み入

れた婚活イベントを行う。 

開催日 内容 参加人数 カップル数 

R5.9.2 伊方町婚活イベント 男性 8人、女性 8人 5組 

「八幡浜市婚活イベント開催委託業務」（八幡浜市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 5 月 12日～令和 6年 2月 29 日） 

 結婚を望む独身者に出会いの場の創出を行うとともに、婚活イベントの実施に携わる婚活

ボランティアの育成を目的としたイベントを行う。 

開催日 内容 参加人数 カップル数 

R5.7.23 八幡浜市婚活相談会・セミナー 男性 27人、女性 14人 
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R5.10.1 八幡浜市親婚活 
独身男性の親 6人 

独身女性の親 2人 
0組 

R6.1.28 八幡浜市婚活イベント 男性 11人、女性 9人 5組 

「宇和島市愛結びコーナー運営業務」（宇和島市委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31日） 

宇和島市直営結婚相談機関 うわじま MI センター内に、えひめ結婚支援センターが実施す
るお見合い事業「愛結び」の窓口業務である「愛結びコーナー」を併設することにより、利
用者の選択の幅を広げ、市内外・県内外の独身者へのアプローチを強化し、婚姻数の増加を
図り、ひいては少子化対策に寄与する。 

２．事業活動報告 

➀「愛結び」 

会 場 登 録 者 閲  覧 合 計 

宇和島市中央公民館２階  32人 124人  156人  

「宇和島市結婚推進事業婚活イベント実施業務」（宇和島市委託事業） 

１．事業の目的（令 5 年 7月 13 日～令和 6年 3月 31日） 

 宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町が策定した宇和島圏域定住自立圏共生ビジョンに基づ

き、地域の魅力を活用し結婚を希望する独身男女の出会いの場の創出を行う。 

開催日 内容 参加人数 カップル数 

R5.10.14 宇和島市婚活イベント 男性 10人、女性 5人 2組 

R6.2.17 宇和島市婚活イベント 男性 11人、女性 12人 4組 

「内子町婚活イベント企画・運営等委託業務」（内子町委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 6 月 12日～令和 6年 1月 31 日） 

 結婚を望む独身者に出会いの場の創出を行うとともに、内子町の観光 PR を組み入れた婚活

イベントをおこなう。 

開催日 内容 参加人数 カップル数 

R5.11.25 内子町婚活イベント 男性 10人、女性 9人 3組 

「愛南町婚活イベント支援業務」（愛南町委託事業） 

１．事業の目的（令和 5年 5 月 10日～令和 6年 3月 31 日） 

 本町の人口減少問題の解決を目指すため出会いの場を提供し若い世代の定住に取り組む。 

開催日 内容 参加人数 カップル数 

R5.8.5 愛南町婚活イベント 男性 6人、女性 4人 2組 

「えひめ森林公園婚活支援イベント実施委託業務」 

１．事業の目的（令和 5年 10 月 5日～令和 6年 3月 19 日） 

森林内で行うキャンプ等のアウトドア活動が注目されていることから、県内で結婚を希望

する独身者など、幅広い層を対象に、森林に対する意識・関心を高める。 

２．事業活動報告 

開催日 内容 参加人数 カップル数 

Ｒ6.2.10 あったかキャンプ de愛イベント inえひめ森林公園 男性 10人 女性 10人 5組 
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（１０）青年部会連絡協議会・女性部会連絡協議会・調査課部会 

○青年部会連絡協議会 

伊予西条大会 

     開催日 令和 5年 9月 15日         出席者数 県下 69名 

会 場 石鎚神社会館 

内 容 全国青年のつどいにおける租税プレゼンテーションリハーサル 

実 演 （公社）伊予西条法人会青年部会  

 

新年会 

    開催日 令和 6年 2月 5日         出席者数 県下 22名 

    会 場 日本料理 すし丸 

   

○女性部会連絡協議会 

法人会 媛の会 

開催日 令和5年11月2日          出席者数 県下61名 

会 場 ホテルマイステイズ松山  

     講 演 「元女性南極調理隊員が教える 

個人で始めるフードロスへの取り組み」 

     講 師 元南極調理隊員 渡貫 淳子 氏  

― その他 ― 

＊使用済み切手の回収 

県連女性部会連協会が主体となり単位会女性部会の協力を得て、使用済み切手を回収し、

公益社団法人 「小さな親切」運動へ寄贈。（継続事業）また、愛媛県支援の「愛媛ウイ

メンズクラブ宣言」（平成 20 年 3 月表明)により、えひめ結婚支援センター、少子化問題

や企業が支える子育て支援について、継続的かつ積極的に推進。 

  県内青年部会・女性部会の部会員数調べ (令和 5年 12月 31 日現在) 

単位会名 青年部会員数 女性部会員数 

松     山 306 267 

今     治 54 74 

伊 予 西 条 39 37 

新    居    浜 32 46 

宇     摩 53 47 

大 洲 喜 多 47 120 

八  幡   浜 17 31 

宇    和    島 46 41 

合  計 594 663 

 

○ 調 査 課 部 会 

講演会 

開催日 令和5年9月11日          出席者数 42名 

会 場 ホテルマイステイズ松山   

   講  演  テーマ  「脱税は、犯罪～脱税者は見つかる。査察官は見つける。～」 

講  師    高松国税局 調査査察部長 梅川 和哉 氏 
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税務研修会 

開 催 日 令和6年3月21日    

会  場 ホテルマイステイズ松山          出席者数 44名 

講  演  テーマ 「令和６年度税制改正について」 

                        「インボイス制度について（導入後の留意事項）」 

            「電子帳簿保存法における電子データの取扱いについて」 他 
講  師  高松国税局 調査管理課長  額田 耕司 氏 

〃  主  査   水野 正彦 氏 
〃  調査官  山本 鮎美 氏 
 

６．諸会議 

○ 通常総会 

  一般社団法人移行後「第１１回通常総会」 

開 催 日 令和 5年 6月 6日 

   会  場 東京第一ホテル松山   

出席者数 96 名 

   議  事 第１号議案 令和４年度決算 承認の件  

第２号議案 役員選任 承認の件 

報告事項 理事会承認事項 

・令和４年度事業報告 

・令和４年度公益目的支出計画実施報告 

・令和５年度事業計画  

・令和５年度収支予算 

功労者表彰  ・全法連会長表彰（伝達）13 名 

・県連会長表彰 (功労者) 19 名 

 (福利厚生制度功労) 松山､今治､宇摩､大洲喜多､

宇和島法人会 

○ 理事会・監査 

  第 27 回理事会 

開 催 日 令和 5年 5月 2日 

   会  場 東京第一ホテル松山  

出席者数 34 名(内、理事 24 名(内､オンライン出席 1 名)、監事 3 名) 

   議  事 第１号議案 令和４年度事業報告案等並びに決算案について 

第２号議案 役員選任(案)等について 第３号議案 その他 

第 28 回理事会 

   開 催 日 令和 5年 6月 6日 

   会  場 東京第一ホテル松山    

出席者数 28 名(内、理事 23 名、監事 3 名 ) 

   議  事 第１号議案 会長・副会長の選定について 

        第２号議案 各委員会委員長の選定等について 

第 29 回理事会 

   開 催 日 令和 5年 10月 5日 

   会  場 ホテルマイステイズ松山   

出席者数 27 名(内、理事 17 名、監事 2 名) 

   議  事 第１号議案 令和５年度上半期の各委員会等の報告等について 

（業務執行理事の職務執行状況報告） 
第２号議案 その他 
・今後の「理事会」､「通常総会」(来年度)の開催予定について 
・福利厚生制度の推進について 

<

諸 

会 

議 

等>
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第 30 回理事会 

開 催 日 令和 6年 3月 29日 

   会  場 ホテルマイステイズ松山 

出席者数 36 名(内、理事 26 名、監事 3 名) 

   議  事 第１号議案 令和６年事業計画案並びに収支予算案について 

第２号議案 「第 12回通常総会」の開催(案)について 

第３号議案 その他   

監 査 

   開催日 令和 5 年 4月 20日    

   会 場 事務局               出席者数 5 名(内、監事 3 名) 

   内 容 令和５年度の監査 

・事業報告､決算､財産の状況及び理事の職務執行状況 

・公益目的支出計画実施報告書 

 

○ 正副会長・委員長会議 

第１回正副会長・委員長会議（通算 41 回目） 

 開催日 令和 5年 10月 5日 

 会 場 ホテルマイステイズ松山    出席者数 12 名 

 議 題 (1)今後の法人会運営について 他  

第２回正副会長・委員長会議（通算 42 回目） 

 開催日 令和 6年 1月 25日 

 会 場 ホテルマイステイズ松山    出席者数 12名(内オンライン出席 1名) 

 議 題 (1)全国専務理事等会議及び四法連専務理事･事務局長会議の報告 

(2)今後の法人会運営について   他 

 

○ 委 員 会 

 〔総務委員会〕 

第１回総務委員会 

 開催日 令和 5年 9月 6日 

 会 場 ホテルマイステイズ松山      出席者数 12 名(オンライン出席 2 名) 

 議 題 (1)全法連総務委員会の報告について 

(2)今後の法人会事務局運営について 他 

第２回総務委員会 

 開催日 令和 6年 3月 8日 

 会 場 リジェール松山          出席者数 11 名(オンライン出席 2 名) 

 議 題 (1)全法連総務委員会の報告について 
(2)今後の法人会事務局運営について 
(3)令和 6年度功労者表彰について 他 

〔広報委員会〕 

第１回広報委員会  

    開催日 令和6年3月11日    

    場 所 リジェール松山      出席者数 11名（ｵﾝﾗｲﾝ出席4名） 
        議 題 (1) 令和５年度の広報活動について 

(2) 令和６年度の広報活動について 他 
〔税制委員会〕 

   第１回税制委員会 

    開催日 令和5年6月8日    
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    場 所 東京第一ホテル松山      出席者数 12名 

議 題 （1）令和 6年度税制改正要望に関するアンケート調査結果について  

（2）令和 6年度税制改正要望事項について  他 

〔事業研修委員会〕 

   第１回 事業研修委員会  

    開催日 令和5年9月4日    

    場 所 リジェール松山      出席者数 13名（ｵﾝﾗｲﾝ出席1名） 
        議 題 (1) 研修事業の実施状況・計画について 

(2) 令和５年度の研修事業について 
(3) 令和５年度の受託事業について 

   第２回 事業研修委員会 

    開催日 令和6年3月6日 

     場 所 東京第一ホテル松山          出席者数 10名（ｵﾝﾗｲﾝ出席3名） 
        議 題 (1) 融資制度、インターネットバンキング特別割引制度について 

(2) 県連の研修事業等の実施状況について 
        (3) 令和６年度の研修事業について  他 

〔厚生委員会〕 

      第１回厚生委員会   

    開催日 令和 5年 4月 24日 

会 場 東京第一ホテル松山      出席者数 20名（ｵﾝﾗｲﾝ出席 2名） 
議 題 （1）令和 5年度推進補助費使途について 

(2)福利厚生協力会社の推進について 
(3)各単位会の令和 5年度推進策について （4）その他 

      第２回厚生委員会   

    開催日 令和 5年 9月 5日 

会 場 ネストホテル松山      出席者数 19名 
    議 題  (1) 副委員長の選任について 

(2) 全法連厚生委員会報告について 
(3)福利厚生制度の推進状況について  
 (4)福利厚生協力会社の推進について 
（5）令和 5年度推進策について     （6）その他 

第３回厚生委員会   

    開催日 令和 6年 3月 15日 

会 場 ネストホテル松山       出席者数 18名  
議 題  (1) 全法連第 2回厚生委員会（2/9開催分）報告について 

(2) 令和 5年度福利厚生制度推進進捗状況について 
(3) 令和 6年度福利厚生制度推進策について  
(4) 各単位会の推進について       （5）その他 

〔組織委員会〕 

      第１回組織委員会      

 開催日 令和 5年 8月 18日 

 会  場 ANA クラウンプラザホテル松山  出席者数 13名  

 議 題 (1)会員増強の現況と全法連組織委員会報告について 

(2)会員増強運動月間の推進策について 

 (3)各単位会の会員増強企画計画について 

 (4)会員交流事業推進の企画・実施について 他 

      第２回組織委員会      

 開催日 令和 6年 2月 16日 

 会  場 ホテルマイステイズ松山     出席者数 12名(ｵﾝﾗｲﾝ出席 1名) 
 議 題 (1) 令和 5年度会員増強推進状況について 

(2) 令和 6年度会員増強策について 他 
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<青年部会連絡協議会・女性部会連絡協議会・調査課部会会議> 

 ○青年部会連絡協議会 

定時連絡協議会 

    開催日 令和 5年 7月 4日             出席者数 28名 

会  場 助格三番町店  

        議 題 １. 令和4年度事業報告及び収支決算内訳の報告について 
２. 令和5年度事業計画及び収支予算内訳の報告について 
３．第36回連絡協議会（伊予西条大会）について 
４. 令和5年度の会員増強目標について 
５．全法連からの連絡事項について 
６．第37回全国青年の集い（山形大会）について 
７．四法蓮のスケジュールについて 

        ８. 県法蓮のスケジュールについて 
        ９．福利厚生制度の推進について         他 

伊予西条大会 

     開催日 令和 5年 9月 15日       出席者数 県下 69名 

会 場 石鎚神社会館 

内 容 全国青年のつどいにおける租税プレゼンテーションリハーサル 

実 演 （公社）伊予西条法人会青年部会  

定時連絡協議会 

    開催日 令和 6年 2月 5日        出席者数 県下 22名 

    会 場 日本料理 すし丸 

 ○女性部会連絡協議会 

  定時連絡協議会 

    開催日 令和5年7月19日                出席者数 28名 
会  場 ホテル古湧園 

    議 題 １. 役員・委員の変更(案)について 
２．令和４年度の事業報告について 
３．令和５年度の事業計画について  他 

法人会全国女性フォーラム愛媛大会 第8回実行委員会 

開催日 令和5年7月19日          出席者数 県下73名 

会 場 道後温泉 ホテル古湧園 遥 

 内 容 全国女性フォーラム愛媛大会振り返り 

   法人会 媛の会 
    開催日 令和5年11月2日  出席者数 県下61名 

会 場 ホテルマイステイズ松山  
    講 演 「元女性南極調理隊員が教える  

個人で始めるフードロスへの取り組み」 
    講 師 元南極調理隊員 渡貫 淳子 氏 
    議 題 １．絵はがきコンクール愛媛県連代表作品決定 他 
 

○調 査 課 部 会 

   役員会   

  開催日  令和5年9月11日 会 場 ホテルマイステイズ松山 出席者数15名 

  議 題 １．令和５年度「会員交流会議」への提出議案について  他 

令和５年度「会員交流会議」 

開催日 令和5年9月11日 会 場 ホテルマイステイズ松山 出席者数42名 

  議 題 1.令和4年度事業報告及び決算報告 

2.令和5年度事業計画案及び収支予算案 

3.役員改選案 4.その他 
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<県内法人会事務局長・職員会議> 

県下事務局長、職員会議 

    開催日 令和 5年 12月 25日          出席者数 27名（内ｵﾝﾗｲﾝ 4名） 

会  場  リジェール松山   

    議 題  全法連助成金関連について、全国県連専務理事等会議の報告及び留

意事項、各種事業・各種委員会・各部会について、全法連助成金立

入検査について、福利厚生制度について他  

７．事務局体制の強化 
平成 25年 4 月 1日より本会は｢一般社団法人（非営利型）」､県下法人会は｢公益

社団法人｣､としてスタートしており、制度移行後の適正運営、コンプライアンス・

ガバナンス強化を図るとともに事務局効率化のために引き続き支援体制を行った。 

○公益法人運営への対応 

* 公益法人手続き事項・会計等の指導､相談対応（随時）令和５年 4 月～令和６年 3 月 

定期提出書類(令和 4年度事業報告及び補正・修正依頼対応、令和 6年度事業計画) 

*「県下事務局勉強会」 ―公益法人制度関連について― 

開催日 令和 5年 12月 25日             出席者数 25名 （内ｵﾝﾗｲﾝ 4名） 
会  場  リジェール松山   
内 容 全法連｢助成金申請･報告ｿﾌﾄ｣操作説明及び全法連からの内部検査・実地調

査結果説明と今後のｽｹｼﾞｭｰﾙ(公益法人制度関連について) 

○全法連研修 

全法連「事務局セミナー」 

    開催日 令和6年3月4日 
    会 場 ハイアットリージェンシー東京（※オンライン併用）出席者数 ３名  
    内 容 「基礎からわかる公益法人の制度運営について」 
             

８．全法連・四法連等事業への参加 

○全法連会議 

第４５回理事会 

    開催日 令和5年5月26日 
   会 場 全法連会館（オンライン併用）                          
   議 題 令和4年度事業報告・収支決算、改選に伴う理事・監事・評議員候補

者､功労者表彰の受彰者､役員賠償責任保険契約について  

第４６回理事会 

    開催日 令和5年6月19日 
   会 場 帝国ホテル（オンライン併用）   参加者 大塚会長（ｵﾝﾗｲﾝ出席）                        
   議 題 正副会長・常任理事・専務理事、各委員会委員長等の選定について 

第４７回理事会 

    開催日 令和5年9月19日 

   会 場 全法連会館（オンライン併用）   参加者 大塚会長（ｵﾝﾗｲﾝ出席）                         

    議 題 令和６年度税制改正に関する提言及び提言活動、令和６年度の資金配賦 

         方針、法人会活性化推進プロジェクトの報告及び健康経営の推進に関す 

る特別委員会の設置、第２１回評議員会の開催 他 

第４８回理事会 

    開催日 令和6年3月19日 

    会 場 全法連会館（オンライン併用）   参加者 大塚会長 
    議 題 平成6年度事業計画及び予算案、補充理事候補者、評議員会の開催、
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全法連規程（就業規則等）の改定等、報告事項 他 

令和６年度税制セミナー 

    開催日 令和6年2月14日 

    会 場 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ東京（※オンライン併用）   参加者 篠原委員長、他 

 議 題 令和5年度活動総括、令和6年度事業計画について 他 

法人会全国女性フォーラム（愛媛大会）  
開催日  令和5年4月13日 
【情報交換会】会場 アイテムえひめ 参加者数2名  
開催日  令和5年4月13日     
【記念講演】 演題 「句会ライブ」 

講師 俳人 夏井 いつき 氏 
【大会式典】 会場 アイテムえひめ  参加者数 県下261名  

法人会全国大会（群馬大会） 
開催日  令和5年10月18日     
【記念講演】 演題 「好機到来」 

講師 福田 尚久 氏 
【大会式典】 会場 高崎芸術劇場       参加者数 県下31名  
法人会全国青年の集い（山形大会）  
開催日 令和5年11月9日 

【租税教育活動プレゼンテーション】 会場 やまぎん県民ホール 

【「健康経営大賞」ﾌｧｲﾅﾘｽﾄ事例紹介】 会場 やまぎん県民ホール 

    開催日  令和5年11月10日 
【部会長サミット】 会場 ホテルメトロポリタン山形 参加者数9名  
【会員交流分科会】 会場 やまぎん県民ホール 参加者数2名 
【記念講演】 演題 「自らがﾘｽｸを取って挑戦する。だからこそ価値がある。」 

講師 ヤマガタデザイン株式会社 代表取締訳 山中大介 氏 
【大会式典】 会場 やまぎん県民ホール  参加者数 県下48名  

主催･主管あいさつ､会員増強表彰､租税教育活動事例発表、大会旗伝達､次
回開催県連PR 

令和５年度第１回総務委員会 

    開催日 令和5年7月26日 

    会 場 全法連会館         参加者 松井委員長         
    議 題 令和5年度総務関係事業､法人会事務局強化、単位会職員への物価高対応

給付金(仮称)の支給、インボイス制度への対応､第39回法人会全国大会
（群馬大会） 他 

令和５年度第２回総務委員会 

    開催日 令和6年3月6日 

    会 場 全法連会館          参加者 松井委員長 
    議 題 令和5年度総務関連の活動報告、令和6年度事業計画案、全法連規程の

改定、法人会事務局の強化 他 

令和５年度第１回税制常任委員会 
    開催日 令和5年4月18日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 三木委員長 

 議 題 継続審議事項について 他 

令和５年度第２回税制常任委員会 
    開催日 令和5年5月18日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 三木委員長 

 議 題 継続審議事項について 他 

令和５年度第３回税制常任委員会 
    開催日 令和5年6月6日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 三木委員長 

 議 題 基本的な課題（総論）について 他 
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令和５年度第４回税制常任委員会 
    開催日 令和5年6月28日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 三木委員長 

 議 題 常任委員会審議結果の取りまとめについて 他 

令和５年度第５回税制常任委員会 
    開催日 令和5年7月4日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 三木委員長 

 議 題 常任委員会審議結果の取りまとめについて 他 

令和５年度第１回税制委員会 
    開催日 令和5年7月19日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 篠原委員長 
    議 題 「令和6年度税制改正に関する提言」基本スタンス､起草検討会設置 他 

令和５年度第２回税制委員会 

    開催日 令和5年9月5日 

    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 篠原委員長 

    議 題 令和6年度税制改正に関する提言案､本年度の提言活動について 他 

令和５年度第３回税制委員会 

    開催日 令和6年2月15日 

    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 篠原委員長 

 内 容 令和6年度税制改正について、社会保障と税を一体で考える 

令和５年度第１回事業研修委員会 

    開催日 令和5年7月18日 

    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    
    議 題 令和４年度研修参加人員等、令和５年度の事業研修関連事業の取り組

み、年末調整説明会、税務コンプライアンス向上施策、会員企業の活
性化、会員企業の企業価値向上に資する事業について 他 

令和５年度第２回事業研修委員会 
    開催日 令和6年2月5日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）   参加者 岡委員長（ｵﾝﾗｲﾝ出席） 
    議 題 令和５年度の事業研修に関する活動報告、令和６年度事業計画、税務

コンプライアンス向上施策、研修参加率向上表彰の見直し、会員企業
活性化、会員企業の企業価値の向上に資する事業他 

令和５年度第１回広報委員会 

    開催日 令和5年7月21日 

    会 場 全法連会館          参加者 菊池委員長 
    議 題 令和5年度広報関連事業取組みについて 他 

令和５年度第２回広報委員会 

    開催日 令和6年2月16日 

    会 場 全法連会館          参加者 菊池委員長 
    議 題 令和5年度の広報関連事業の総括（報告事項）、令和5年度の広報関連

事業の活動方針(案) 他 

令和５年度第１回組織委員会 

    開催日 令和5年8月4日 

    会 場 全法連会館                 参加者 米谷委員長 
    議 題 会員数について、会員増強施策について、退会防止策について 他 

令和５年度第２回組織委員会 

    開催日 令和6年2月21日 

    会 場 全法連会館         参加者 米谷委員長 

    議 題 組織に関する総括、令和6年度の活動方針  他 

令和５年度第１回厚生委員会 
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        開催日 令和5年8月1日 

    会 場 明治記念館（※オンライン併用）    参加者 河上委員長 
    議 題 令和4年度推進結果について、令和5年度推進状況について、新商品・

商品改定について、協力3社の推進状況と推進策について 他 

   令和５年度第２回厚生委員会 
        開催日 令和6年2月9日 
    会 場 全法連会館（※オンライン併用）    参加者 河上委員長 
    議 題 令和5年度の進捗状況について、令和6年度事業計画等について、商品

改定について、協力3社の令和5年度進捗状況と令和6年度推進計画他 

全国県連専務理事等会議 
開催日  令和6年4月7日 

  会  場  全法連会館（オンライン併用）    参加者  渕上事務局長 

議 題 令和５年度の会員増強施策、令和５年度の広報施策、単位会支援のため 

の県連機能強化助成金、自主点検チェックシートの改訂、令和５年度助 

成金制度、福利厚生制度Challenge１００キャンペーン、福利厚生制度 

協力各社の推進 他 

全国県連専務理事等会議 

        開催日  令和5年8月23日 

  会  場  全法連会館            参加者 渕上事務局長 

議 題 インボイス制度導入に伴う法人会の対応、税務コンプライアンス向上施 

     策、法人会活性化推進プロジェクト、会員増強施策、助成金制度、福利 

厚生制度協力各社の推進策 他 

全国県連専務理事等会議 
    開催日 令和5年12月8日 

  会  場  全法連会館                      参加者  渕上事務局長 
    議 題 令和6年度助成金等資金配賦、アンケート調査システム 他 

令和５年度第３回青年部会連絡協議会役員会 
    開催日 令和5年9月11日      

会 場 全法連会館 
  参加者 金井全法連青連協副会長 
 議 題 財政健全化のための健康経営プロジェクト、今後の「法人会全国青年 

の集い」開催予定、租税教育活動、部会員の増強運動、アンケート調 
査システム 他 

令和５年度第４回青年部会連絡協議会役員会 
    開催日 令和5年10月13日      

会 場 全法連会館 
  参加者 金井全法連青連協副会長 
 議 題 今後の「法人会全国青年の集い」開催予定 他 

令和５年度第５回（臨時）青年部会連絡協議会役員会 
    開催日 令和5年12月11日      

会 場 全法連会館 
  参加者 金井全法連青連協副会長 
 議 題 租税教育活動プレゼンテーション評価項目・基準の見直し 

令和５年度第６回青年部会連絡協議会役員会 
    開催日 令和6年2月2日      

会 場 うるま市健康福祉センター 
  参加者 金井全法連青連協副会長 
 議 題 令和６年度事業計画 他 

令和５年度第１回青年部会連絡協議会 
    開催日 令和5年6月2日      

会 場 ハイアットリージェンシー東京（※オンライン併用） 
  参加者 三浦全法連青連協委員、金井松山青年部会長 
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    議 題 第37回「法人会全国青年の集い」山形大会、今後の「法人会全国青年
の集い」開催予定、租税教育活動、部会員の増強運動、アンケート調
査システム、役員の選任 他 

 

令和５年度第２回青年部会連絡協議会 
    開催日 令和5年11月9日      

会 場 ホテルメトロポリタン山形 
参加者 金井全法連青連協副会長、横山委員 

    議 題 第37回「法人会全国青年の集い」山形大会、今後の「法人会全国青年
の集い」開催予定、租税教育活動、部会員の増強運動 他 

令和５年度第２回女性部会連絡協議会役員会 
開催日 令和5年11月28日      
会 場 全法連会館（※オンライン併用） 
参加者 池田全法連女連協副会長  
議 題 「法人会全国女性フォーラム」について、「税に関する絵はがきコン

クール」について、「食品ロス」削減の取り組みについて、その他 

令和５年度第３回女性部会連絡協議会役員会 
開催日 令和6年3月27日      
会 場 全法連会館（※オンライン併用） 
参加者 池田全法連女連協副会長  

    議 題 令和５年度女性部会関連事業の総括、令和６年度女性部会事業計画・
予算、「法人会全国女性フォーラム」について、「税に関する絵はが
きコンクール」について、その他 

令和５年度第１回女性部会連絡協議会定時連絡協議会 
開催日 令和5年6月8日      
会 場 ハイアットリージェンシー東京（※オンライン併用） 
参加者 渡部京子氏、池田全法連女連協委員  
議 題 令和4年度事業報告について、令和5年度事業計画について、 

「法人会全国女性フォーラム」について、「税に関する絵はがきコン
クール」について、いちごプロジェクトについて、食品ロスについて、
改選に伴う令和５年・６年度の役員候補者について、全法連委員会へ
の委員推薦について 他 

      

○四法連会議 

      四国法人会連合会青年部会連絡協議会第１回役員会 

    開催日 令和5年4月27日          参加者数 県下2名 

会  場  土佐ノ國二十四万石 

 議  題  令和4年度事業報告・決算報告、令和5年度事業計画・予算案、他 

   四国法人会連合会青年部会連絡協議会第２２回定時連絡協議会 

    開催日 令和5年7月19日          参加者数 県下4名 

会  場  高松大同生命ビル 

議  題  令和4年度事業経過報告並びに決算報告承認 

    役員改選について 

令和5年度事業計画案並びに収支予算案承認、 他 

四国の法人会事務局セミナー 

    開催日 令和5年7月28日      

    会 場 今治国際ホテル 参加者数 県下15名（全体48名） 

内 容  四法連行事予定について、四法連表彰について、 

    福利厚生制度の推進について  

第２７回四国の法人会青年部会長サミット 
    開催日 令和5年9月26日          参加者数 県下31名 

会  場  ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ松山  
 内 容 情報交換会 
     租税教育活動プレゼンテーション（伊予西条法人会） 
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四法連女性部会連絡協議会役員会 

開催日 令和5年8月30日          参加者数 県下2名（全体9名） 
会  場  ＪＲホテルクレメント高松  

  議  題  令和４年度事業報告並びに決算報告承認について、令和５年度事業計 
画並びに収支予算承認について、役員選任について他 

四法連女性部会連絡協議会「第17回女性部会長サミット」 

開催日 令和5年9月21日          参加者数 県下8名（全体56名） 

会  場  城西館  

 内 容 高松国税局との意見交換 法人課税課課長 

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論】 演題 「食品ロス問題と女性部会の取り組みについて」 

正副会長会議 

     開催日 令和5年9月4日         参加者2名 

     会 場 ＪＲホテルクレメント高松 

議 題  第51回通常役員総会開催、四法連事業並びに運営について 他  

四法連第５１回通常総会役員総会 

        開催日 令和5年9月4日         参加者数 県下18名（全体 62名） 

     会 場 ＪＲホテルクレメント高松 

        議  題  令和4年度事業報告、決算報告承認、令和5年度事業計画、予算他 

記念講演 テーマ「中小企業経営者の事業承継」 

         講 師 高松国税局長 加藤 千博 氏 

四国四県第２回専務理事・事務局長会議 

開催日 令和5年7月5日      参加者数  県下2名（全体12名） 

     会 場 高松大同生命ビル 

     議 題 四法連事業活動､高松国税局連絡事項､福利厚生制度推進について他 

四国四県第１回専務理事・事務局長会議 

     開催日 令和6年1月11日    参加者数  県下1名（全体12名） 

     会 場 ザ クラウンパレス新阪急高知 

     議 題 四法連事業活動､高松国税局連絡事項､福利厚生制度推進について他 

 


